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序事本論文の情成

本翁文では、現代の我が国における一般廃棄物の処瑚とリサイクルを対象として、 I支h諸

政策の影響や効果について分析を行い、一連の分析によって得られた知見に基づき、いく

つかの提言を行っている。

ここで取り上げる一般廃棄物は、人間の生活や活動によって発生する代謝物の一つであ

り、一般廃棄物それ自体が人間の周辺環境や自然環境に与える負荷となる。人間の活動が

自然界の循環という スケールに対して相対的に小さかった時代には、人間の排出する代謝

物は、自然界だけで処理 循環することができた。しかし、人間の活動畳が増加するにつ

れて、人間の代謝物は自然界だけでは処理できなくなり、人間自らの手によって強制的に

処理・循環させることが必要になってきた。この構造は、一般廃棄物に限らず、工場から

のばい煙、 フロンガス発生、地球温暖化、都市温暖化など環境問題と呼ばれるものに共通

して見られる。

環境政策は、これらの一連の環境問題を防止・緩和させるために講じる政策であり、対

象とする環境問題ごとに、地球温暖化防止のための政策、廃棄物処理のための政策など、

さまざまなものがある。また、経済的メカニズムが人間活動全体のうち多 くの部分を規定

しており、経済の分野では「環境」が外部的に扱われていることから環境負荷の発生や環

境悪化を助長してきたという反省から、環境税のような経済的手法と呼ばれる環境政策も

提案されている。このように、環境政策には個別の環境問題に対する政策と、環境問題全

般に影響を与える政策とがあり、環境政策にも重層構造があることがわかる。

本研究では、廃棄物処理 ・リサイクルシステムを対象として、環境税といった全般的な

環境政策については、 それらの政策が廃棄物処理 ・リサイクルシステムに与える影響を分

析対象としている。また、廃棄物に関係する直後的な環境政策に関しては政策の影響評価

に加えて、分析の結果に基づき新たな廃棄物処理 ・リサイクルのための政策を提案してい

る。

第 I章では、我が国における廃棄物政策の現状を槻観する。廃棄物に関連する法制度が

リサイクルという視点を導入して世界的に変容しつつあるが、これら法制度の概要を整理

する。また、廃棄物処理 ・リサイクル分野で提案されている経済的手法についてまとめる

とともに、我が国における現在の廃棄物処理 ・リサイクルの現状を示す。

第 2章では、エネルギ一価倍、国民経済計算、廃棄物排出量等の相互関係を経済的に明

らかにし、圏内の経済状況と消費活動、廃棄活動という 一巡の廃棄物発生の経済的メカニ

ズムを明らかにすることを試みる。これは、いままでなされなかった廃棄物発生の経済的

効率を示す試みである。また、廃棄物分野への環境役資が中間処理率向上に寄与する関係

についても分析を試み、環境役資の効果を推計する。

第 3章では、廃M物処理・リサイクルシステムについて、発生した廃棄物の収集から中

間処理、廃棄、リサイクルについてモデル化して、全体システムの建設時と運用時の両方

における、コストと二般化炭素排出量の分析を行う。個別のシステムについては、既存の

研究が詳細lになされているので、それらを統合させる。また、システムの他殺時まで分析

するという、 ライフサイクル分析の観点を加え、新しい試みを行う。

第 4 章では、主として第 3 章で作成したモデル利用して、~-~物処J11l リサイ クル政策



の効果の分析を行う。ここで倣う政策の主なものは、広域処理の効率性、分別排出率を向

上させる手法、炭ぷ娩の導入、滅容化プロセス等の中間処3里、ごみ発電の効果等について

である。

第 5章では、この研究で得られた知見をまとめるとともに、これらの知見に基づいた廃

棄物処埋・リサイクルシステム椛築への提孟を行う。リサイクル活動の経済性、廃3E物処

理 リサイクル分野での社会資本楚出11、費用負但・役割分担あり方、リサイクル准進のた

めの斐件等について鐙理し提言を行う。

これらの研究は、全体的に工学的な手法をとりつつも、一部分だけに自を奪われること

なく、経済全体の憐造を筏野に入れながら、政策の評価と提案をするという大きな意義が

あると考えている。

本論文の全体権成を図0.1に示す。

|何本論文の糊 |

第 l市 廃棄物処辺システムをめぐる環境政策綴斐

廃棄物処理ーリサイクルシステムに関する法制度

・海外における廃楽物処理 リサイクルシステム

-経済的手法の導入促進

廃棄物処理・リサイクルに関する現状

第 2章 消伐ー廃棄システムに関する経済的分析

・分析システムの設定、個別システムの現状

.エネルギ一価協の変化が与える国民経済への影響

民間最終消費支出の変化が与える家計消費情造への影響

.家計消費構造の変化が与える廃棄物発生量への影響
・廃棄物適正処理の動向

・原油価俗変化の与える廃棄物発生鼠への影響
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.環境税導入

・社会資本整備のための環境投資
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リサイクル社会に向けての課題
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l結 章 ま と めl
図0.1 本論文の全体構成



第 l章 廃棄物処理 ・リサイクルシステムに関する環境政策槻要

1. 1 緒言

人間活動は必然的に廃棄物を発生させる。人間以外の動値物も糞尿や二般化炭素などの

排j世物を環境中に放出するが、人間全体の廃棄物発生量はその比ではないほど多量である。

歴史をさかのぼれば、古代における人閣の文明も廃棄物の処理に行き詰まって衰退した

り、都市を転"<と移動したという研究結果も明らかになってきている 11。人聞の活動に付

随して廃棄物が発生する以上、その廃棄物をどう処理するかは永遠の課題といえる。

江戸時代においては、廃棄物の発生を強く意識する必要はなかった。塵芥は周囲の川や

山野に投げておけばそれで良かった。それは、汚物が土演や水中の微生物によって浄化さ

れてきたからである。江戸のような比較的人口が集中した都市においても、人閣の廃棄物

発生量より自然の浄化容量(環境容量)の方が勝っていたのは、大量の水が流れる川があ

り、広大な武蔵野平野があり、廃棄物を埋め立てる東京湾があるなどの地理的好条件に恵

まれていたからだとも言われる2) (図1.1)。

図1.1 江戸時代における物質循環

さて、江戸時代にはこうした自然における循環メカニズムが偽能していたが、工業化社

会に移行し、さらなる大量生産と大量消費が行われ物的生活が豊かになるにつれて、廃棄

物も大手に発生することに?った。現代の経済においては、そのような工業社会が経済発

展を支えてきたのも健かだか、それだけ環境にインパクトを与えてきたのも事実だった。

環境問題には、大きく分けると、有害なものを排出することによって生じるものと、比

較的排出するもの自体は害が小さいものの、大監に排出することによって生じるものがあ

る。有害なものの中には、水銀などの水俣病、ばいじんによるぜんそくなどがある。大豊

に排出することによって生じる環疑問題は、地球温暖化問題や廃棄物処埋問題などがある
(表1.1)。

有害物質の排出による環境問題は規制等でかなり改善されつつあるが、大毘排出による

環境問題はなかなか対策が講じられにくいという点で解決が難しいといえる。大監排出に

4 

よる環境問題は、人閣の経済活動と密接に結びついているので「環境」と「経済」の対立

関係を生み出しがちになり、規制という手段に対して抵抗がある。また、自然環境での浄

化作用も関係しているので、人間の活動だけで対象をクローズさせることもできず、自然

環境のメカニズムも解明しないと環境へのインパクトを定畳化するのも困難である。した

がって社会的に効率的な排出配分を決定することもできない。さらに、それらのインパク

トがはっきりするまで対処を待てば被害が大きくなる可能性もあり、影響が生じる前に未

然に対処する必要があるとされている。

本章では、大車排出による環境問題の一つである廃棄物問題を取り上げ、現在の法制度

ゃ、廃棄物処理の現状、導入の検討がなされている経済的手法、さらに現在の廃棄物処理

・リサイクルの現状についてまとめることにより、廃棄物処理 リサイクルシステムにお

ける状況を慨観する。

表1.1 環境問題の分類

主な環境問題 主な対処法

有害物質
規制的手法が効果的

重金属等 水俣病

無害物質 地球温暖化、廃棄物問題 経済的手法と規制的手法のベストミ
ツクスが必要

※典型公害の娠動や、放射能汚染等の環境問題は除外しである。



1. 2 廃棄物処理・リサイクルシステムに関する法制度

1. 2.1廃棄物処理の略史と定義

( 1 )廃棄物処理の経緯"川川

ごみの処理が社会問題化したのは、江戸等の大都市が発展し、大監のごみ処理を処理し

きれなくなった近位以後と考えられる。

江戸の初期には、 「会所」と呼ばれる各町共通の空き地にごみを信ててから処理してい

たという。集められたごみは東京湾に運び埋め立てられていた。明暦元年(1655年)には、

各町が共同してごみをu!め、船に積み河川を利用して永代浦(深川富岡八幡の先)へ迷ぴ、

そこに埋め立てるようにとの命令が出されている。その後、ごみの哩立を利用して土地造

成を進めようという考えが生まれ、八代将軍徳川吉宗の時代、事保 9年(1724年)には永代

浦のI里立が完了した。そのため、さらに深川越中島の先というように、次第に場所を変え

てごみによる土地造成を推進していたようである。

我が国の廃棄物に関する法律は、明治12年の響視庁が出した「市街地掃除規則及廊構造

並し尿汲取規則」までさかのぼる。この法律は、明治10年に腸チフスやコレラが流行した

ことから制定されたもので、廃棄物処理を疾病予防の観点から捉えていたことがわかる。

その後工業化や都市への人口集中が進み、廃棄物発生量が増大した。また、明治20年代

末にベストが大流行し、汚物やし尿処理に関する関心がさらに高まった。この問題に対応

するため明治33年「汚物掃除法」が制定され、汚物を婦除し清潔を保持する義務が定めら

れ、ここで汚物収集と処分が市町村の義務とされた。これによって、市町村が廃棄物処理

行政の中心的担い手となった。これは、廃棄物処理事業が公共財として位置づけられたこ

とを示している。太平洋戦争後の昭和29年に汚物帰除法は、汚物を衛生的に処理し、生活

環境を清潔にすることにより公衆衛生の向上を図ることを目的とし、 「清掃法」にとって

代わった。

昭和30年代の高度成長に伴う廃棄物発生量の増大や質の多様化により、廃棄物特に産業

廃棄物の適切な処理が困難になってきた。産業廃棄物の処理は、市町村の済婦事業の対象

となっている一部を除いて事業者の任意の処理に委ねられていたため、産業廃棄物の増大

に十分に対応できない事業者による不法投棄の問題が発生した。

これを受けて昭和45年12月に、 「清掃法」の全面改正がなされた。昭和46年9月に「廃

棄物の処理及び清婦に関する法律(旧廃棄物処理法)Jとして施行された。この法律は廃

棄物を適正に処理し、生活環涜の保全及び公衆衛生の向上を目的とした。そしてこの法律

で産業廃棄物の定義がなされ、事業者の処理責任の原sIJが健立した。

その後、昭初日年に東京郎で六価クロムの投棄事件を契ぬとして、事業者責任の強化や

展終処分施設の設置~(牛の強佑等が行われた。

従来、環境対策の虫点は大気や水の汚染におかれ、廃楽物についてはあまり 優先度が高

くなかった。廃棄物処理は、衛生面や散乱ごみ対策のー.!lilとして位世づけられ、都市美化

が目的だったためと考えられる。 これに対して、大気や水は健康に直後影響を及ぼし、被

害が日月白であり、早急に対策を講じる必要があったからである。

しかし、廃棄物は生活水準が向上するとともに発生盈が急増し、中間処f型施設の不足や

巌終処分場の不足が生じ、大きな問題となるようになった。プラスチック廃棄物を焼却す

ることによって生じる排煙が環境に大きな影響を及ぼすという懸念や、侵終処分場から出

る汚水による環境破峻の懸念から、地域住民の建設反対巡動が激化し、廃楽物処理問題を

一層深刻なものにした。

また、廃棄物問題は単純に処理 処分の問題ではなく、資源保全という位協も持ってい

る。地球上に資源が無限にあれば問題なくても、資源は有限であるため、ごみの中から資

源を分別し、リサイクルすることが注目された。 r分ければ資源、まぜればごみ」という

言葉ができたのもこのころである。リサイクルは、廃棄物の減燈化と資源保全の両面の観

点から推進されるようになったといえる。

廃棄物処理は、いかに問題なく処理するかが重視され、これに関する法律は「廃棄物の

処理及び清婦に関する法律」のみで処理事業が行われてきた。しかし、リサイクルの必要

性が強まるにつれて、平成 3年4月に「再生資源の利用の促進に関する法律(以下、リサ

イクル法) Jが制定され、同じ年(平成 3年)の10月には、旧廃棄物処理法の改正が行わ

れた(以下、改正後の法律を廃棄物処理法)。

その後、リサイクルが費用がかかり、経済的メカニズムによるリサイクルが進まないこ

とから、廃棄物処理・リサイクルと経済の関係が議論されるようになり、特に西ヨーロッ

パにおいて、リサイクルシステムが獲備されるようになったことから、我が国でも費用負

担についての取り決めが必要となってきたため、平成7年 6月に「容器包装に係る分別収

集及び再商品化の促進等に関する法律(以下、容器包装リサイクル法)Jが制定された。

これによって、特に容器包装について、経済的に成立するリサイクル(再商品化)を推進

する社会システムを中構築しようとしている。

これらの一連の法制度の歴史と背策を表1.2に示した。

表1.2 廃棄物処理 ・リサイクルをめぐる法制度と背景(略年表)

年 法制度 背景

明治12年 l 市街地保除規則及府精進並
l 腸チフスやコレラの流行

し尿汲取規則 前J~

明治33年汚 物帰除法制定 工業化の進展や郎市への人口集中による
廃棄物発生畳の増大

昭和29年涜帰法制定

昭和46年 廃棄物の処理及び清婦に関する 高度成長に伴う廃棄物発生毘の噌大や質
:法律制定

l の多機化、産業廃棄物の不法投棄

平成 3年 ，リサイクル法 制定
1 患終処分場の逝迫、資il;¥保全の観点から

l廃棄物の処辺及び清帰に関する のリサイクル虫視
法律改正

平成 7年 容議包装に係る分別収集及び リサイクルに関する t'.I用負担の取り決め
l 再商品化の促進等に関する法律 の必要性
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(2 )廃棄物の分類')

廃棄物処理法では、廃棄物の分類が定義されている。廃棄物の概念や分類は国によって

異なるが、我が国では廃棄物は大きく産業廃棄物と一般廃棄物に分けられる。産業廃棄物

とは、 「事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃えがら、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカ

リ、廃プラスチック頬その他政令で定める廃棄物J (第 2条 4J頁)であり、政令では「ゴ

ムくず、金属くず、ガラスくず及び陶磁器くず、鉱さい、建設廃材、ばいじん、紙くず、

木くず、繊維くず、動値物性残澄、動物の糞尿、動物の死体、以上の産業廃棄物を処分し

たために生じたもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの(例えばコンクリート図形化

物他)Jである。

一般廃棄物は、 「産業廃棄物以外の廃棄物J (第 2条 2J頁)である。従って事業活動に

よって生じたごみでも、産業廃棄物として指定されなかったものは一般廃棄物として扱わ

れることになる。

我が国における廃棄物の分類を図1.2に示した"。

「 悶

ト一生ごみ{厨芥)
唱 「ー.n~廃ごみ-， 卜-.J'I{衣""1

』仰司寸 ト→一一本〈ず
L_.'・来ごみー_J 1 一ー トープラスチッフ

「ーし原 トーコム
し尿ー寸 トー盆厩置き0;・1

」刺 ヒ

2白f石 L一その他

宣言 PCBを使用した鶴品i ばいじん 脚性 般廃棄格付

.え坦{奇襲火力発電所.勺是主ずる石炭.ーなど}
汚細工JlJU処理や倫の"遣工理信どから情出される疋忠実のものi
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~置1・."~渇)
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~プラスヂヲヲ'
極〈ず{箪2・u‘. 欝..，どの，tの・温から..されるもの1
本げ(制1柚星回賓{工作穐脳内どの岡崎ーから制される制)
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勧楢穐包授"・"品別遺書iJI7lllUとして使用し企鋤樋術に.る不要穐}
ゴム〈ず
盆轟〈ず
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随'掬.の争.. 撮震(葺a盛11柵11伊ら.と樹Hされ§もの}
動穐のUI事M..か§鱒幽される色の!
ばいじJdl[It・の..スを処理して濁られる血、じん}

土~"'噌周のu.・3同を盤~tる tとめに盤還した b町コノ
クリート~霊化穐など}

ia-剛山下凶1日以上の刷 。川リ 脚岨酬...膚憲閥鋤
冨 a石.，ど
崎

図1.2 我が国における廃棄物の分類

1.2.2産業情造審議会答申(平成 2年)叫

リサイクル法が平成 3年に制定される前に、深刻化する廃棄物問題に対応するために

通産省は平成 2年8月に産業情造審議会の中に「廃棄物処理 再資源化部会」を設置した;

産業権造審議会は、平成 2年12月に答申を出し、廃棄物排出量の増加と処理施設不足、廃

棄物の処理 ー処分費用が今後も増加し国民生活に影響を及ぼす恐れがあることを指摘した。

また、我が国が大部分の資源を海外に依存していることから有限な資源の有効利用を一層

住j必要性がJ削れた。また、今後の廃棄物処埋 リサイクル対策の基本的考え方

①園、地方公共団体による更なる努力に加え、生産者、流通業者、消費者による地方

自治体への補完 協力体制の情築といった国民全体の取り紅lみが必要であること。

②地域閥、種類ごと、排出事業ごとに異なる問題状況にあり、具体的にきめ細やかな

対策を講じる必要があること。

一般廃棄物については、

①減量化、再資源化を実現する社会システムの情築(使い姶てライフスタイルの見直

しによる減量化やリサイクル社会の備築等)

②適正処理困難物への事業者の協力

③エネルギ一回収利用の促進

④製造事業者による製品の製造段階での事前対策

⑤図・民間による技術開発の推進

が施策として示された。

ここでは、対策の基本方針を踏まえ、関係事業者が遵守すべき基本的事項をガイドライ

ンとして示した。ガイドラインは、事業者の自主的努力を助けるものだが、ガイドライン

で事業者の自主的努力を促進する一方で、法的措置を実施することにより効果が上がると

考えられる品目や業種については、さらにリサイクル法に基づく政令指定を行うことによ

り、より強力にリサイクルを促進するという矯造になっている。ガイドラインと法の速い

は、ガイドラインは企業の自主的努力を促すもので対象が広〈強制l力がない。リサイクル

法の政令指定は、ガイドラインで取り上げられた品目や業種のうち「必要性J r有効性」

「実現可能性」のあるものについてなされている。

一般廃棄物のガイドラインは、紙、ガラスぴん、スチール缶、アルミ缶、プラスチック、

自動車、オートパイ、タイヤ、自転車、家電製品、スプリングマットレス、大型家電、カ

ーペット、布団、乾電池、ニカド電池等、自動車用鉛蓄電池および二輪車用鉛蓄電池、カ

セットボンベ、ヱアゾール缶、消火器、包装に関する基本的考え方の22項目からなってい

る。

1. 2.3リサイクル法の制定的

( 1 )リサイクルの定義

第 2条では、 「再生資源」が定義されている。それは、 「一度使用され、若しくは使用

されずに収集され、若しくは廃棄された物品または製品の製造、加工、修理若しくは販売、

エネルギーの供給若しくは土木建築に関する工事に{半い副次的に得られた物品のうち有用

なものであって、原材料として利用することができるもの又はその可能性のあるもの(般

射性物質及びこれによって汚染されたものを除く。)をいう。」としている。したがって、

廃棄物の焼却熱を回収し、エネルギーとして利用するサーマルリサイクルという概念は対

象としていないことがわかる。また、リターナブルぴん等の再利用についても、原材料と

しての利用と比べると消費者や需要者の選択に大きく依存していること、製品を本来の使

用目的に沿って利用するものであり、製品本来の用途以外に原材料として利用するための

借誼を義務づけるリサイクル法の枠組みにはなじまないと考えられ、法から除外されてい

る。



(2 )役割分tE!と貨用負担

事業者ーの責務としては第 4条に示されており、

①事業の実施に際して再生資源を利用するように努める

②事業に係る製品を再生資源として利用することを促進するように努める

③事業に係る副産物を再生資源として利用することを促進するように努める

消費者の責務としては第 5条に示されており、

①再生資源の利用を促進するよう努める

②園、地方公共団体、事業者の行う措置に協力する

国の責務として、

①再生資源の利用を促進するために必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努

める(第 6条)

②物品の調達にあたって、再生資源の利用を促進するように必要な考慮を払う(第

6条 2>員)

③再生資源の利用の促進に資する科学妓術の復興を図るため、研究開発の推進及び

その成果の普及等等必要な借置を講ずるよう努める(第 7条)

③教育活動、広報活動等を通じて、再生資源の利用の促進に関する国民の理解を深

めるとともに、その実施に関する国民の協力を求めるよう努める(第 8条)

が示されており、事業者と消費者に対して、再生資源の利用促進が項目として示されてい

る。しかし、再生資源利用に関する費用負担については触れられていな，'0 

リサイクル法では、法的措置が必要な製品と業種について「特定業種」、 「第一種指定

製品J r第二種指定製品」、 「指定副産物」の分類を設けている。

「特定業種」とは、 「再生資源を利用することが技術的及び経済的に可能であり、かっ、

これを利用することが当該再生資源の有効な利用を図る上で特に必要なものとして政吋

定める再生資源の種類ごとに政令で定める業種(第 2条 2)Jである。すなわち、すで』こ

回収・分別等のリサイクルシステムは確立しているが、回収・分別された再生資源が十分

に原材料として利用されていないために、再生資源の利用が進んでいない業種を指してい

る¥現在、政令では、紙製造業、ガラス容器製造業、建設業が指定されているn

「第一種指定製品」とは、 「それが一度使用され、又は使用されずに収集さん若しく

は廃棄された後その全部又は一部を再生資源として利用することを促進することが当該再

生資源の有効な利用を図る上で特に必要なものとして政令で定める製品(第 2条 3)Jで

ある。 r一再生資源として利用することを促進する」とは、製品の製造加工段階であらか

じめ再生資源としての利用が容易となる矯笹(材質の選択、機造上の工夫、同ーの規絡の

l*ffl~) を講ずること、を意味している。平成 3 年の政令では、自動車、ユニット型エア
」ノアインヨナ一、テレビ、電気洗濯機、電気冷蔵庫が指定された。平成 5年6月にニカ

ド電池(電気工具内に内蔵されたもの)も指定された。

「第二極指定製品」とは、 「それが一度使用され、又は使用されずに収集され、若しく

は廃棄された後その全部又は一部を再生資源として利用することを目的として分野1)回収

(類似の物品と分別して収集す予ことをいう)をするための表示をすることが当間生資

源の有効な利用を図る上で特に必要なものとして政令で定める製品(第 2条 4)Jである。
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平成 3年の政令では、缶であって飲料が充mされたもの、缶であって酒類が充填されたも

のが指定され、その後平成 5年日月に、ベットボトルとニカド電池が追加指定された。

r t旨定副産物」とは、 「副産物であって、その全部又は一部を再生資源として利用する

ことを促進することが当該再生資源の有効な利用を図る上で特に必要なものとして政令で

定める業極ごとに政令で定めるもの」である。これは、例えば質の均質化を図ることによ

り、当該副産物が再生資源として他の事業者等により利用しやすくすること等を意味して

いる。

1. 2.4廃棄物処理法と廃棄物処理法の改正

( 1 )廃棄物処理法の改正，0' 

旧廃棄物処理法は、平成3年に廃棄物の適正処理を促進するために排出抑制、再生利用

という観点が導入された大幅な改正がなされた。これは、平成 3年10月に「廃棄物の処理

及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律」として

公布された。

この当時の廃棄物処理に関する問題点には、廃棄物発生量の増大、廃棄物の質の多様化、

処理困難物の増加、不法投棄等の不適正処理の問題、などがあった。

平成 3年の改正では、以下のような点が改正された。

・理念

①廃棄物の発生の抑制と、適正な処理のー形態として、分別、再生の促進が示され
た。事 1

②廃棄物再生業者の登録制度も設けられた。

③住民参加で廃棄物の減量化、リサイクルを促進するため、市町村に廃棄物減量等

推進審議会及び廃棄物減量委員等推進委員を設置できることになった。

-基準・システムの強化

①廃棄物処理業者の規制強化(適正な処理を行う処理業者の育成)

②廃棄物処理施設の規制強化および施設設置規定

③処理の委託に係わる規制の強化

④特別管理廃棄物制度の導入

⑤一般廃棄物に関する製造業者等の協力

厚生大臣が市町村の廃棄物処理施設および技術に照らして、その適正な処理が

全国各地で困難となっていると認められる一般廃棄物(大型テレビ、冷蔵庫、ス

プリング入りマットレス、タイヤ、オートパイ)を指定し、市町村は、この製品

の製造等を行う事業者に対し、その処理について必要な協力を求めることができ

るという規定を定めた。

⑥改善命令.j昔置命令の強化/罰則の全般強化

このように改正のポイントは、法の目的に廃棄物の減畳化・リサイクルの観点が入れら

れた点、および基準システム函の規制が適正処理の健保のために強化された点であるロ
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(2 )役割分担と費用負担

一般廃棄物については、住民の日常生活によって生じる一般廃棄物は、市町村による処

理が原則となっている。市町村は、全区域を対象とした一般廃棄物処理計画を策定し、そ

の実施という形で、生活環境の保全上支障が生じないように処理基準に適合した処理を行

う。一般廃棄物の処理について市町村が、補助者として一般廃棄物処理業者を使用する場

合もあるが、この場合の処理業者は、単なる市町村の補助であり、処理の責任は市町村が

負っているものとしている(産業廃棄物の処理業者とは異なる)。

一般廃棄物の処理基準のーっとして、一般廃棄物処理計画に基づき分別収集することと

されたものは、その区分に従い分別収集 ー運搬を行い、適正にリサイクルすることと規定

されている(施行令第 3条 2J員8)。

一般廃棄物の処理費用は市町村が負担するので、排出者たる一般市民が税金という形で

負担していることになる。ただし、事業系一般廃棄物については、法第 3条1I頁の事業者

責任の原則により、事業者に費用を負担させている市町村もある。また、法の改正により、

一般廃棄物の処理に関して条例で定める手数料を市町村が徴収することができることが明

記された(法第 6条 2J頁と 6項)。

一般廃棄物のうち、適正処理困難物については、厚生大臣が指定する制度もある。市町

村長は、指定された一般廃棄物の製造、加工、販売等を行う事業者に対して、当該一般廃

棄物の処理が適正に行われることを補完するために必要な協力を求めることができるよう

になった。また、厚生大臣は当該一般廃棄物の処理について製造等事業者の協力を得るこ

とができるように所管大臣に要請することができるようになった。これによって、平成 6

年3月には、自動車用廃タイヤ、 25インチ以上の廃テレビ、 250リットル以上の廃電気冷蔵庫、

廃スプリングマットレスの 4品目を適正処理困難物に指定した。この規定は、一般廃棄物

についての市町村処理の原則の例外となると同時に、排出事業者責任の例外にもなった。

1. 2.5生活環境審議会報告'"

生活環境審議会の廃棄物処理部門は『廃棄物の減量化・再生利用の促進について』とい

う報告書を平成 6年10月に提出した。

( 1 )廃棄物処理をめぐる状況

廃棄物処理をめぐる現状について、①廃棄物発生畳は一貫して増加(昭和61年~平成 3

年)、②一般廃棄物処理経費も噌加、③最終処分場の用地確保が困難、という三重苦状況
を明般にしている。

?た、欧米のリサイクルシステムが急速に進展しているという現状を踏まえ、 ドイツ、

ケンス、アメリカのそれぞれのシステムを分析 評価している(欧米のリサイクルシス

ァムについては 1. 3を参照のこと)。

ドfツ 民間回収システムと行政による回収システムの 2本建てで運営に酬がかかる

フフンス・地方公共団体による収集システムを活用するという州力的な対応
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アメリカ;事業者に再生利用を促すインセンテイブが働かない、再生資源価絡が低下す

ると再生利用が進まない

また、廃棄物に関する国際的条約である「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分

の規制lに関するパーゼル条約」や「廃棄物その他の物の役棄による海洋汚染の防止に関す

る条約(ロンドン条約)Jをあげ、自国の領土内において処分するという完結した廃棄物

処I里システムの整備が求められていることを明らかにした。

( 2 )廃棄物の減量化 再生利用の推進のための基本的考え方

廃棄物の減畳化 ー再生利用の推進のための基本的考え方として、 「廃棄物の処理に関す

る責任やコストのうち、適切なものについて事業者、消費者及び市町村等の間でわかち合

い、製品の開発から再生利用に至る各過程で、廃棄物を減畳化し、再利用すれば経済的メ

リットが生じる社会経済システムの憐築を進めていく必要がある」と示し、ここで廃棄物

処理やリサイクルに関して、事業者と消費者と市町村で、責任分担や費用負担の考え方が

示されたといえる。

事業者については、①事業活動に伴う廃棄物の減量化に鍔めるとともに、排出畳に応じ

た処理費用を負担する、②事業活動に当たって、再生利用の容易な製品等の開発・製造や

再生品 ・再生資源の積極的な使用に努める、③自らが製造・販売した製品等が廃棄物とな

った場合の回収や再生利用について、一定の役割を果たす、の 3点が役割としてあげられ

ている。

消費者については、①可能な限り廃棄物の排出の抑制に努める、②廃棄物の排出に当た

り、資源ごみの分別収集に協力するとともに、排出量に応じた処理費用を負担する、③再

生品の需要創出に寄与するため、再生品の療極的な使用に努める、ことが示された。

市町村については、①自ら策定する一般廃棄物処理計画に基づき、一般廃棄物の分別収

集の徹底、域内の事業者による減量化の取組みゃ住民団体・収集業者等による資源ごみの

収集へ支援など総合的な一般廃棄物収集、リサイクルシステムの健立を図る、②一般廃棄

物の再生利用に必要なリサイクルセンタ一、リサイクルプラザ等の施設の整備に努める、

③再生品の需要創出に寄与するため、再生品の積録的な使用と啓発普及に努める、ことが

示された。

これにより、事業者と消費者にも処理費用の負担が、消費者にも分別収集への協力が示

された。

(3 )廃棄物の極類に応じた対策

具体的な対策は、廃棄物の樋煩ごとに対策方法が示された。

1)包装廃楽物の減量化 再生利用の推進

・リターナブル容器の使用の鉱大

・市町村と事業者の協力による包装廃棄物の回収 再利用システムの構築

「ドイツ・フランスと同僚に、製造・販売業者が、自ら製造・販売した製

品から生じる廃棄物について、一定の責任を負但することが必要である」と
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した上で、 「製造 販売業者が自ら包装容器の回収を行うことは、システム

全体の効率等の点から必ずしも適当とはいえないこと、分別収集が相当程度

普及している我が国においては、市町村による収集システムを活用する方が

効率的であることから、責任分担の具体的な形態としては、市町村が分別収

集した包装廃棄物について、製造・販売事業者による引き取りと可能な限り

の再生利用(またはこれらのための費用負担)を行うシステムを導入するこ

とが適当」としている。

-デポジット制度、製品課徴金等

過剰j包装の抑制(市町村の普及啓発や流通業界団体における自主的な取組)

.輸送用包装の回収・再利用等

2)新聞 雑誌等の古紙の再生利用の推進

3)電気機械器具等の減畳化・再生利用の推進(事業者による引き取り)

・指定一般廃棄物の指定の推進等(廃ゴムタイヤ、廃テレビ、廃冷蔵庫等)

・新しい仕組みの検討(デポジット)

4)厨芥の減量化 再生利用の推進(高速堆肥化、コンポスクー)

5)事業系一般廃棄物の減畳化・再生利用

廃棄物減畳計画の策定等(オフィス町内会)

処理費用の負担(事業系ごみの有料化)

6)産業廃棄物の減量化・再生利用

産業廃棄物処理計画における対応等

廃棄物の減量化・再生利用に寄与する製品 製造工程の開発

1. 2.6産業構造審議会の報告 12)

産業構造審議会の「廃棄物処理・再資源化部会」は、平成 6年 7月に今後の我が国の廃

棄物処理 ・リサイクルシステムの在り方について意見を具申した。

( 1 )今後の廃棄物処理 ・リサイクルシステムの基本的考え方

ここでは、 「廃棄物処理・リサイクル問題には数多くの経済主体が関与している」とし

た上で、 「市町村は廃棄物処理法に基づきそれを回収する義務を負っている」と市町村の

収集義務を前面に押し出している。ただし、 「廃棄物問題は、一方的に一つの経済主体に

責任を求めていくべき性格の問題ではなく、消費者、園 地方公共団体及び事業者がそれ

ぞれの役割をより一層果たしていくべき性格の問題」とし、収集以外での事業者や消費者

の役割分担も必要という考えを改めて示した。

(2 )各主体の役割分担

消費者の役割lとしては、まず排出の抑制、次に分別排出を積値的に行い、再生資源不'1用

製品の需要J広大に貢献することがあげられている。
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園 地方公共団体の役割は、一般廃棄物処理施設の整備(廃棄物処辺関連施設の筏極的

祭備)として、リサイクルセンタ一等の建設、廃棄物発電施設等の盤備、これらの施設を

生活関連社会資本と位置づけて財政支援することをあげ、マテリアルリサイクルとサーマ

ルリサイクルをどちらも推進すべく社会資本の笠備を推進することを掲げている。さらに、

廃棄物の減量化のために、従量市lの手数料制度の導入などをあげている。最後に、伎術開

発も事業規棋・採算性の観点から民間ではなく国が役割分担があるとしている。

事業者の役割は、製品の製造等に際して製品の事前評価を行うとともに、自らが関係す

る使用済み製品について、市町村等による回収に対し<E'、要な協力を行うことを期待すると

し、具体的な協力の内容には言及しなかった。

また、その他に事業者の協力として、指定一般廃棄物に係る廃棄物の適正な処理の観点

からの事業者の協力を示している。これは、廃棄物処理法により、厚生大臣の指定する廃

棄物(指定一般廃棄物)について、その適正な処理が困難となっている市町村において市

町村長からの要請に基づき、適正な処理が困難となっている事情に応じ、市町村の処理を

補完するために事業者が必要な協力を行うこととされたことを鉱張することを意味してい

る。平成 6年 3月には、廃タイヤ、廃大型テレビ、廃大型電気冷蔵庫、廃スプリングマッ

トレスの 4品目が指定。これらの製品は、可能な範囲で市町村以外の処理システムで処理

する等の協力を行う。

(3 )各リサイクル過程における役割分担

報告書では、リサイクルの過程ごとの役割分担も示している。

製品の製造段階では、リサイクル法で示したとおり、原材料や構造の工夫、分別のため

の工夫や処理の安全性の工夫等の諸点につき、製品の事前評価を第一種指定製品以外の製

品についても広く実施すべきであることを示した。

回収段階では、消費者等による分別排出と、市町村による分別回収の徹底を示した。分

別回収の費用については、分別回収しない場合に必要となる最終処分に係る費用に代わる

ものであり、現状の負担ルールを維持するのが適当との判断を示した。

再生利用段階では、市町村や回収業者が分別回収した再生資源のうち一定の品質で安定

的に供給されるものを、可能な限り全量再生利用していくことであるとし、再生義務を示

したといえる。費用については、再生資源の利用段階におけるリサイクルコストを事業者

が内部化し、そのコストは使用済み製品の消費者が負担するようなシステムを機築するこ

とが望ましいとした。

(4 )リサイクルオプシヨンについて

近年、ごみは高カロリー化しており、これに対応した焼却施設の加速度的整備に努める

ものとし、特に廃棄物が安定的に収集され、一定規僕以上の廃棄物焼却施設 (200トン/日)

の瞥備が可能な都市部では、廃棄物発電を推進する必要がある、と具体的にごみ発電雄進

を示した。また、廃棄物の収集畳が少ない地方自11市においては、廃棄物による図形燃料

(RDF ・RefusedDerived Fuel)を推進するとした。
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このように、サーマルリサイクルは、都市部ではごみ発電、地方部では図形燃料化推進

を示した。

プラスチックについては、全てのプラスチックスを品種別に分別するのは、伎術的、経

済的に困難であり、さらに、焼却施設の周辺地域の事情等によりプラスチックを直後焼却

できないこともあることから、ケミカルリサイクル (i由化)も推進すべきであることを示

した。

(5 )今後の方向性

展後に、日本型廃棄物処理・リサイクルシステムの方向性として、次の 5点を示した。

①従量制による処理手数料及び市町村の分別回収システムの妓本的普及。

②使用済み製品の回収の責任を有す市町村に対し、集団回収や拠点回収により消費者

や事業者がそれぞれの立場から協力する。

③事業者による再生利用の実施。分別回収されたものは消費者及び事業者が協力する

④マテリアルリサイクルが適切でない場合は、サーマルリサイクルを実施する等ベス

トミックスが必要。

⑤すべての経済主体が再生資源利用製品の購入主体であるべき。

1.2.7容器包装リサイクル法 l叫

(1)法律制定の背景と目的

これまでの生活環境審議会や産業締造審議会の意見を受けながら、平成 7年 6月に、容

器包装リサイクル法が制定された。

この法律の制定された背景には、①一般廃棄物の発生量が増大していることと、②深刻

な最終処分場の残余容量不足があげられた。法律の目的は、 「この法律は、容器包装廃棄

物の分別収集及びこれにより得られた分別基準適合物の再商品化を促進するための措置を

講ずること等により、一般廃棄物の減量及び再生資源の十分な利用等を通じて、廃棄物の

適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健

全な発展に寄与することを目的とする。(第 1条)J とされている。

廃棄物の中でも、とりわけ食品や飲料等の容器包装廃棄物が着目されたのは、家庭から

排出される廃棄物のかなりの割合を容器包装廃棄物が占めていたからである。また、素材

的にみても容器包装は、大量かつ画一的に製造されており、リサイクルを実施しやすいこ

と、 ドイツ、フランーなどでもまず包装廃棄物からリサイクルの取り組みがなされたこと

も法制定に影響を及ほした。

この法は、一般廃棄物のうち容器包装廃棄物については、従来の市町村の責任による処

理を、事業者の責任へと転換させる画期的なものといえる。ここでは、自治体の分別収集

した容器包装廃棄物を事業者が再商品化する方式がとられている。
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( 2 )法律の対象

法律の対象となる容器包装は、缶、ぴん、プラスチックなど商品が消費されたり商品と

分離された場合に不要になるすべての「容器包装"Jである。しかし、自治体による分別

収集の代表的な品目であるアルミ缶等は市町村が分別収集した段階で有価物となることか

ら、再商品化の対象にはならない"。その他「容器包装」に該当しないものとしては、商

品以外のものに付された景品を包む紙袋、手袋やダイレクトメールを入れた封筒、サービ

スの提供に伴って付された容器包装(宅配業者が配送のために用いた箱等)などがある。

法律では、 「容器包装」のうち、缶、ぴん、箱、レジ袋など容器包装を利用する事業者

(中日本事業者)がそれを利用する時点ですでに入れ物としての形状を呈しているものを

「特定容器孝司」と呼んでいる。それ以外の包装紙、ラップ等を「特定包装*'Jと呼んでい

る。

(3 )役割分担と費用負担

事業者および消費者の糞務として、容器包装廃棄物の排出を抑制するように努め、リサ

イクルされたものを利用する(例えば、プラスチックを油化した油、再生紙を用いたトイ

レツトペーパ一等)ことにより、分別収集、分別基準適合物の再商品化等を促進するよう

に努めなければならない。(第 4条)

国の責務としては、 「資金の確保、情報収集、科学技術の復興を行い、教育活動、広報

活動を通じ、国民の理解を深め、国民の協力を求めるように努力しなければならない。

(第 5条")Jまた、地方自治体の責務としては、 「分別収集の実施の検討等、分別収集

に必要な措置を講じるよう努めなければならない(第 6条")J としている。

容器包装リサイクル法では、まず主務大臣の策定する基本方針に即し、再商品化計画が

策定され、また市町村は分別収集計画、都道府県知事は分別収集促進計画を策定する。こ

れらの計画に基づき市町村により分別収集された容器包装廃棄物を事業者が再商品化する

という精進になっている。

市町村は、前述した分別収集計画にしたがって、容器包装廃棄物の分別収集を行わなけ

ればならない。容器包装リサイクル法でいう「分別収集"J とは、廃棄物を分別して収集

することだけでなく、その収集した廃棄物について必要に応じて圧縮その他、洗浄や繍包

も含んでいる。

法には、容器包装廃棄物の分別を促進するために、廃棄物処理手数料を定める場合にお

いては、必要事項を勘案できるという規定がある(第10条 4J買事')。これにより、容器包

装廃棄物以外の一般廃棄物の処理手数料を市町村が徴収することにより、容器包装廃棄物

の分別排出を促進するという方策を保用してもよいことを示している。

「再商品化」とは、自らあるいは他人に有償または無償で譲渡して、再生使用ないし再

使用を行うことをいう(第 2条 8J頁・")。再生使用には、製品の原材料として自ら使用

することと、他人に製品の原材料として有償または無償でas渡し得る状態にすることの 2

つの方法がある。

再商品化の対象となるのは、市H町村が分別収集し、分別基準に適合するものであり、 J旨
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定する施設において保管されている容器包装廃棄物である。これを分別基準適合物といい

さらに容器包装の区分ごとに主務省令で定めるものを特定分別基準適合物という。また、

分別収集さえすれば有価物になるアルミ缶等の容器包装廃棄物は除外されている。

再商品化を実施する義務を負う事業者は、特定容器利用事業者(特定容器を用いて商品

を包む食品 ー飲料水製造業者等)、特定容器製造等事業者(特定容器の製造業者)、特定

包装利用事業者(事業において販売する商品に特定包装を用いる事業者で、デパートやス

ーパーなど流通業者が含まれる)である。

再商品化義務量は、業種・容器包装の量によって異なる。

再商品化の実施方法については、次の方法がある。

①指定法人への委託

市町村により分別回収された容器包装について、指定法人に再商品化を委託する。

②自主再商品化

市町村により分別回収された容器包装について、自ら再商品化を実施する。

③自主回収

直援消費者から事業者が庖頭で回収した容器包装廃棄物を再商品化する方法。

分別収集置と再商品化可能置との聞の過大なミスマンチの悶聾
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図1.3 容器包装リサイクル法のイメージ図
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1. 3 海外における廃棄物処理・リサイクルシステム

1. 3.1アメリカの廃棄物処理 1・) IS) 

アメリカでは、廃棄物を大きく分けて固形廃棄物と、家庭下水からの汚泥等を含むその

他廃棄物がある。固形廃棄物について「資源保護回復法 (Resource Conservation 叩 d

Recovery Act of 1976)Jが処理処分の枠組みを定めている。さらに、固形廃棄物は有害

廃棄物と非有害廃棄物(非有害産業廃棄物や小規僕事業者の排出廃棄物)に分類されてお

り、日本でいう一般廃棄物はこの非有害廃棄物に分類される。

非有害廃棄物については資源保護回復法のもと州政府が中心になって図形廃棄物管理計

画などを策定するが、実際の収集処理は地方自治体が担っている。具体的な収集料金や処

理法はそれぞれの地方自治体の条例や、州の法律によって定められ、異なっているものの、

一般的には、非有害産業廃棄物については排出事業者に処理責任があり、家庭ごみや商業

ごみについては地方自治体に処理責任がある場合が多くなっている。

回収については、多くの地方自治体が無料のカーブサイドコレクシヨン(道路脇で回収

する方式)と有料の廃棄物従量料金制 (VRP) を組み合わせた方法を採用している。カ

ーブサイドコレクシヨンで収集されたリサイクル可能な廃棄物は、資源化処理施設 (MR

F)で分別しリサイクルされている。このカーブサイドコレクシヨンは、缶や新聞などの

資源ごみを混合収集する場合と、分別収集する場合があるが、住宅のす寸前で収集される

ので住民の参加率は高い。また、いろいろな種類のリサイクル可能な資源を回収できる反

面、収集コストが高くつくという欠点もある。

さらに、リサイクル可能な廃棄物を回収する方式として、 ドロップオフセンタ一方式と

パイパックセンタ一方式がある。

ドロップオフセンタ一方式は、リサイクルセンターに住民が無料で資源ごみを持ち込む

方式である。これは地方自治体が収集する必要がないのでコストが安くすむが、住民の参

加率が低くなり、対象となる資源ごみの種類も限られる。パイパックセンタ一方式は、 ド

ロップオフセンタ一方式を有償(住民が資源ごみを搬入するとお金がもらえる)にしたも

のである。この方式は事業として成立しているが、アルミ缶に限られるという欠点を持つ

ている。

廃棄物の焼却処理は1977年に大気浄化法が厳しくなり、地元住民の建設反対運動も高ま

ったため、現在では減量化のためだけの焼却はほとんど行われておらず、アメリカ全体で

焼却処理率は16%(1991年)にすぎない。焼却は、電力や熱を回収する目的で行われている。

埋立処分は処分コストも安いことからアメリカの廃棄物処理の主流になっており、全体の

67%を占める。 1991年のアメリカ連邦保護局が出した廃棄物埋立処分場規則によって足立

処理の管理規制が強化された。しかし、アメリカには多くのI里立処分場があり、日本のよ

うな処分場不足の問題は生じていない。

1. 3.2 ドイツ包装廃棄物政令の概要'"

ドイツでは、 1991年6月に包装のリサイクルを事業者に義務づける車新的な政令「包装



廃棄物の抑制及び回避に関する政令」が出された。政令の目的は、包装廃棄物を「廃棄物」

としないことである。そのため、包装が流通、使用された後に事業者が当該包装を回収・

リサイクルするシステムをつくり、それにより「包装廃棄物」概念をなくそうとしている。

包装廃棄物については事業者が、その他の一般廃棄物の処理は従来通り地方自治体が行

うという廃棄物処理の二重システムが確立されることになった。これは、包装廃棄物だけ

に限らず、廃自動'II.廃家電・古紙等について今後も循環経済・廃棄物法に基づき同僚の

政令が出され、この二重システムが鉱大されていく予定である。

この政令では、包装を輸送用包装、装飾的包装、販売用包装の 3樋類に分煩し、これに

飲料容器をあわせた 4極類が対象となっている。しかし、販売用包装と飲料容認について

は、各小売庖に企業ごとの包装廃棄物用の箱が必要となり、小売j苫の場所をとりコスト負

担を強いるだけでなく、回収効率もよくな~¥ 0 そこで、この二つについては、私的回収

分別システムが確立している場合には、各自業者の個別の販売用包装の回収義務やデポジ

ツト制度が免除されることになった。この免除のための要件は、使用済み包装を直後担当

地域の家庭から定期的に回収することが確実で、かつ政令で規定する回収率及び分別率を

達成し、また既存の廃棄物処理当局による回収 ・リサイクルシステムと整合性を有すると

いうものである。ドイツ産業界は、 この免除規定の適用を受けるために有限会社デュアル

・システム ドイツランド (DSD)を設立した。

事業者は、 DSD社と「グリユーネ・プンクト Jを使用するための契約を締結し、使用

料を支払う。 DSD社は、各家庭から出された自社のマークのついた包装を地域ごとに回

収・分別する。実際のリサイクルは、 DSD社と契約している包装材ごとのリサイクル業

者が行う。

1. 3. 3フランス 17)

フランスでは、包装廃棄物政令が1992年4月に制定された。この背景には、 ドイツと同

様に欧州の環境政策の変化、国民の関心の高さ、一般廃棄物にしめる包装廃棄物の多さが

あった。

包装された製品の製造業者と輸入業者にリサイクルの資任を負わせており、次の方法か

ら選択して義務を履行することになっている。

①自ら回収 ・リサイクルシステムをつくりリサイクルする。

②自らデポジツト制度を導入し、回収・リサイクルする。

③ifよって認可された組織にマークの使用料を支払い、回収 リサイクルを委託す

まず、対象となっているのは家庭から発生するすべての包装廃棄物(すべての輸送用・

装飾用・販売用の包装廃棄物が含まれる)である。包装廃棄物の回収 リサイクルの責務

があるのは、包装された製品の製造業者および輸入業者である。

エコ アンパラージユ社は、フランスの政令を受けて産業界が設立し、関係省庁の認可

を受けた認可組織である。認可組織は、地方自治体が包装ßi~物から分月IJ した当該!要件を
満たす布用物を-A:(Isi担当で購入する。この購入資金は、企業からマーク使用料として徴収

した資金によって附われる。この資金が地方自治体が回収・分月IJシステムを開発するのに
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利用されることになる。さらに、認可組織は回収ー分別システムによる有用物をリサイク

ル業者によって作られた団体に供給する役割を有している。エコ・アンパラージユ社は、

包装の製造業者、輸入業者にマーク(ポワンベール)の使用を許可し、使用料を徴収して

いる。

ドイツと異なるのは、エコ・アンパラージユ社が自ら回収・分別を行うのではなく、資

金の運用をするだけという点である。

1.3.4中国 l引

中国では、政府が再資源化事業をリードしている。大雑抱にいうと、再生資源の回収に

ついては商業部門が担当し、その再利用については工業部門が担当している。しかし、再

生資源の買い取りから、分類、鐙玉里、貯蔵、加工までの中間処理は、商業部門が管轄する

各企業のもとで行われている。この商業部門では、

①政府の商業・技術・環境など基本方針のもとに、再生資源の回収・再利用事業に関

する政府の立案及び規則の制定

②国内外の再生資源の回収 再利用に関する情報収集

③再生資源の回収 加工 ・再利用に関するシステム・技術の研究及び開発

④各省、自治区、直轄市など地方の再生資源回収・再利用事業への指導および市場管

理

⑤教育(職員の研修)、広報

などが主要業務として行われている。

中国での回収方法には、ひとつの原則がある。それは「一手交銭、一手交貨」、すなわ

ち片手で現金を、もう一方の手で物を交換することである。これは、中国の資源回収の基

本は「有償買い取り」であることを示している。この有償買い取りは、売り手、買い手、

再利用者の三者の利益を調整する政策的配慮に裏付けられている。そのf町絡決定は、国家

計画で指定されている品目を除けば、 「古いものは新しいものを越えず、棄てられている

ものは古いものを越えない」という原則に従っている。

一般家庭からの資源回収は、固定回収拠点での貰い取り、巡回買い取りまたはその地域

の商j吉および個人に委託して代理購入する方法、祝祭日や 「愛国衛生運動」にあわせて直

俊買い取りを行うこともされている。

中国では、失業状態の多くの若者たちが資源回収に従事している。彼らは、自転車やリ

ヤカーで商庖街や住宅街を回って資源を回収する。熱心に働けば、サラリーマンより収入

がいいともいわれている。北京市内中心街では資源回収のためのストックヤードは確保で

きないが、彼らのような7 ンパワーがすべてをいい方向に動かしている。

1. 3.5純国¥91

「純国資源再生公社」は1980年、w!業用廃ビニールと農薬びんの回収を主管する組織と

して設立された。現在の公社の主婆業務は、

①廃ビニールの収集処理
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②}i:l薬びんの収集処J里

③廃楽物の有効利用方法の調査研究

④廃資源再生手IJ用工場の設置とその運営

⑤廃棄物流通情報センターの運用

⑥再資源化物の収集と再利用に関する事業

1. 4 リサイクルの種類とゼロエ ミッシヨン

1. 4.1 リサイクルの種煩

⑦廃棄物管理基金の運用

リサイクルと一言でいっても、リ サイクルには極類がある。 一般的に 3つのRと呼ばれ

るものは、 reduce(使用削減)、 reuse(再使用)、 recycle(リサイクル)である 20)。

ここでの reuse(再使用)は、家庭内で広告の裏面をメモ帳に使用するとか、牛乳瓶を花

瓶にする使用するような行為をいう。 recycleをさらに 2つに分けて、濯びんを返却 し、

洗浄・再充填するものを再利用、びんをカレツトにしてガラス原料(素材)として利用す

るものを再生利用と呼ぴ、再使用、再利用、再生利用の 3つをまとめて、一般的にリサイ

クルと呼んでいる。これらを図に示すと図1.4のようになる。

③再資源化に関する広報

などである。しかし、 1981年には古鉄ー古紙の回収にも事業を鉱大した。また、 1991年に

は資瀬ごみの有償回収に乗り出した。

公社の資源回収は行政機関の協力を背景にしている。すなわち、各自治体や行政組織に

年間回収目標と回収実績を通知し、逆に回収量の確認と通知を受けている。また、消費者

団体や学校などからの集中回収も行っている。さらに、都市地域の事業所は団地に定期的

に巡回し、集団回収された有価物を有償で買い取っている。これによって一般家庭から発

生する資源ごみも回収対象となった。

四公社の資瀬回収事業は「廃棄物管理資金」を資金源にしている。

再使用 lこれは1991年に公布された「廃棄物管理法」に「廃棄物預置金制度」が含まれたことに

よるものである。この制度は、廃棄物の減量化、再資源可能な物資の有効利用促進、有害

廃棄物の適正処理などを目的に導入されたものである。この法は、 「大気汚染物質、水質

汚染物質、特定大気有害物質、または有毒物 特定有毒物中令で定めるものを含有してい

るか、もしくは大量に製造・加工・輸入・販売される場合においてはその製品・材料 ー符

器等が廃棄物となる場合、その回収および適正な処理方法を告示し、その製品 材料 容
器等の製造 加工 輸入 販売業者にその回収および適正な処理など必要な措置を命ずミ

ことができる(法第32条第 3r頁)j ものであり、廃棄物管理基金については、 「製品・祭

器が廃棄物となる場合、その回収 処理にかかる費用を当該製品 容器の製造業者または

輸入業者に対して廃棄物管理基金に毎年預からせることができる。ただし、事業者団体が

自ら基金を造成し廃棄物を回収 処理している場合には、その回収・処理の範囲内でかか

る費用を預からない(法第33条第 1r頁)j としている。これは、制度上は「事業者に対す

る預託金(後述)j という経済的手法である。

したがって公社の事業は営利事業ではなく、公共事業の性憶から収益性のない品目も書

け入れざるを得なくなっている。住民の協力度も低く、ひどい分別状況のものが収集され

ており、再資源市場でも安い価絡しかっかず、公社の活動は厳しい状態になっている a

民間業者も有償で資源回収を行い再資源市場に出していたが、こうして公社が参入ふ

ことによって民間と公社との競争が発生している。しかし、採算性の高い古紙や空きぴん

などは民開業者に流れている。探算性が怒く、分別の質の惑いものが公社によって収集さ

れているという状況になっている。

一 再手"J}有一
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図1.4 リサイクルの 3つのタイプ

現在一般的にリサイクルと呼ばれるものの対象となっているのは、新聞、雑誌、缶、ぴ

ん、 PETボトルなどであり、これらは全て素材に一度還元されるので、 「再生利用」に

当たることがわかる。

これらのリサイクルのうち、環境の視点に立つと、使用削減→再使用→再利用→再生手IJ

用の順にょいとされている。実際、使用削減や消費の抑制などは廃棄物対策として必ず触

れられることがらではあるものの、個人の自由とされる領域であり、あまり強制しないと

いう配慮から個人のモラルにまかせたり、普及啓発活動を努めるのが現在なされている活

動といえる。再利用は、ビール瓶やー升びんのリサイクルとして主に用いられている方法

で、ビール瓶については、 99%もの回収率があるといわれている 21)。 しかし、びんは缶

と比較して重量が大きいという欠点を持つことから、家庭で消費されるビール瓶やー升瓶

は減少傾向にある。また、飲料容器もデザイン志向型になってきたことから、再利用でき

るリターナプルぴんが減少し、ワンウェイびんの比率が噌加し、この再利用という利用形

態も減少しつつある。再生利用が一般的に行われているリサイクルであり、新聞紙や雑誌

から再生紙を用いたり、缶を炉で溶融させインゴツトをつくったりしている。紙などは繊

維の性質上多少は劣化するものの、ガラスや金属については、パージン資源と同じものを

再生することができる。素初への再生プロセスで多くのエネルギーを用いるのでリサイク

ルの効果はないという意見も聞かれるが、パージン資澱の採姻から考えれば環境保全性が

高山、ことは明らかである。
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1. 4. 2江戸時代のリサイクル事情

我が国では、江戸時代は循環型社会だといわれている。実際、現代と比較すれば他の園

との物質移動は少なく、必然的に循環型にならざるを得なかった。

江戸時代の物質循環を図1.1 (前出)を参考に示せば、武蔵野の平地林、江戸近郊の農

村地信、江戸市内、江戸湊の 4つの地域が密接につながり、それら全体を自然の大気と水

循環が取り巻いて循環型社会を形成していたと言っていい。

これらの地域を循環していたのは、 「有偽系の資源」である。まず、薪や木炭は武蔵野

の平地林から市内や農村地第の人間活動のあるところに供給した。ぞれらは最終的には、

多くのものが焼却され、二酸化炭素となって大気中に放出され、再び値物に固定化される。

また、農村地帯の農作物は市内に供給されるが、そこから出される人聞の排池物の一部は

は再ぴ肥料となって農村地帝に返された。また、排7世物の一部は川lを経由して海に流入す

るが、これについても漁業によって鮮魚や海草の形で海から市内に持ち込まれた。

このように有機系の資源については、自然界や各地域を循環させていた。これに対して、

無機系の資源は自然界をあまり循環しないので、人間の手によって務極的な循環がなされ

ていた'"。

江戸時代には鉄くずはかなりの比率で回収された。町には鉄くず回収を職業とするもの

がいて、万はもちろん鋤・鍬といった農作業に使用する道具、鍋や釘など生活に関するも

のまで回収された。このように無機系のものは、積僅的に分別回収が行われていたといえ

る口¥ これは、無機系資源の供給が少なかったからに他ならない。廃棄物として川に棄

ててしまえば二度と循環して戻ることはなかった。資源が少ないので、廃棄してしまえば

新たな製品を作り出すことはできないので、回収したということである。すなわち、ここ

での価値は、 「希少性」であることがわかる。したがって、回収するものは少量でも問題

がなかった。逆に少量のものを(非効率的に)回収することに意義があったといえる。

これに対して、現代のリサイクルは工業化社会の中でのリサイクルといえる。工業化社

会は、大量生産 大量消費を基本とするものである。同ーのものをより大量につくること

でコストパフォーマンスを上げることを基本原理としている。このような工業化社会での

リサイクルは、大量廃棄されるものを大量リサイクルすることである。現代におけるリサ

イクルの価値は、大量に消費されたものを大量に効率よくリサイクルすることである。す

なわち、ここでも「効率性」が重視されている。この点が、江戸時代のリサイクルと現代

の工業化社会でのリサイクルの一番大きく異なる点である。

現代のリサイクルのうち主なものは、先ほども触れたように新聞 ・維誌、缶、ぴん、 p

ETボトルなどである。これらはすべて工業化の原理によって大量生産されているものば

かりである。

1. 4. 3素材ごとのリサイクル意義

リサイクルされるものの素柑によってもリサイクルの意味が異なる。江戸時代のリサイ

クルにおいても、 ~II偽系資源のリサイクルは人聞社会の中でクローズしている術環であっ
たし、有偽系資源のリサイクルは農業、郁市、自然というようにオープンな形での循環で
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あった。

現代においても、新聞 雑誌などのリサイクルと、缶・びんのリサイクルとでは本来意

味が異なる。しかし、現在の日本は、パルプも鉄鉱石、ボーキサイト、原油もすべてほと

んど愉入に依存することによって資源投入が外部化し、外部化されたものは無限に存在す

る感覚から、資源佑渇という問題に対しては危機感が薄くなってしまっている。

しかし、江戸時代と同じように、新聞や維誌などの有機系の資源は、最終的にこE変化炭

素に分解されるため、地球環境の観点からは排出それ自体問題であるが、それを吸収する

だけのバイオ7 ス資源が地球上のどこかにあれば、一応循環することになる。

これに対して、無機系のものは大量輸入一大量消費一大量廃棄すれば、その分だけ廃棄

物処分場に蓄積されることになる(図1.5参照2<， )。これは、資源問題としても、廃棄物

処理問題としても大きな問題になる。工業化社会の中では、無機系資源(無機系廃棄物)

のリサイクルは避けて通ることのできない課題である。日本では、古紙の回収は極めてす

すんでいるため、古紙の回収よりも、缶やびんの回収をいかに行うかが重要となる。しか

も、缶やびんの生産が「工業化の原理」で動いている以上、リサイクルも工業化の原理で

推進する必要がある。もちろん、だからといって、紙のリサイクルの重要性がないという

ことにはならない。

図1.5 ごみを購入する日本

プラスチックの場合は、少し微妙である。というのは、プラスチックを燃焼させれば二

駿化炭素と水に分解されるので、固形廃棄物としての問題なくなる。しかし、問題はプラ

スチックの原料である原油が更新性をもっ資源ではないからである。化石資源は一過性の

ものであり、どうやっても「循環」という言葉はなじみにく，¥0 したがって、いかに「節

約」するかという議論になる。プラスチックの場合は「節約」のためのリサイクルが重要

である。もし、プラスチックを焼却せず埋立処分している場合には、処分場も問題となる。

これら素材ごとのリサイクルの意義を表1.3にまとめた。
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表1.3 素初ごとのリサイクル窓議

1，) -l+A' h 1l，t:tfD I 資源の特徴
リサイクル対象 リサイクルの意味・意義

i t 更新性一枯渇性 !有機系 無機系

l新聞 更新性資源 叩資源 |資源節約(森林の保全)
雑誌 ! 

|缶 倍帥源 l無機系資源 |処分矧場への開E
ぴん I 資源の保全

!プラスチック !崎渇性資源 !有機系資源 |資源節約(化石燃料)

i PETボトル I処分場への負荷軽減(埋立時)

1. 4. 4ゼロエミッシヨンの中でのリサイクル

国連大学は、 「ゼロエミッシヨン」と呼ばれる大規緩研究プロジェクトを 1994年にスタ

ートさせた。これは、廃棄物の量を削減するのではなく、皆無にする生産システムの新た

な構築をめざすというゼロエミッシヨン体制に向けて、全産業の製造工程を作りなおし、

既存の産業を再編成して、全く新しい「産業集団」を生み出すというものである 25)。

生産活動に着目すると、プロセス管理技術はZeroDefect(Total Qual i ty Control (TQC)) 

からZeroInventry (在庫ゼロ)、 ZeroFailureへと変遷 してきた (図1.6)。そして今、

生産プロセスの管理技術においても、資源・エネルギーの有効利用と環境への負荷低減を

考慮、した新たな展開が求められている。この方向が原料の有効利用(生産プロセスで製品

にならなかった物質の他のプロセスの原料化)による排出削減(生産プロセスにおけるゼ

ロエミッシヨン化)である，，)。
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図1.6 生産プロセス管理技術の変遷
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完全なゼロエミッシヨンを可能にするには、企業・産業活動で役人される総インプット

(役人要素)がその企業・産業内で完全に消化され、総アウトプット(産出物)に等しく

なるような生産システムを榊築することである。この「アウトプット=インプットモデル」

を単独企業で達成するのは難しい。

国連大学の学長顧問であるグンター・パウリ氏はこれに関して、例えばA企業(産業)

が排出する廃棄物がB企業(産業)の原材料となり、その B企業(産業)の廃棄物が C企

業(産業)の原材料となるという「廃棄物と原材料の産業連鎖」を形成する考え方を提案

しているロ例えばそれは、 「ビール鍛造→水産養殖漁業」であるという Z円。

「廃棄物と原材料の産業連鎖」は、石油化学工業においてすでに見られる現象である。

原油からナフサ、軽油、重油と精製してゆき巌後にはアスフアルトが残り、すべて商品化

するというものである。

リサイクルの基本概念は、素材に着目して同じ素材に戻すという発想である。異なる製

品へのリサイクルというカスケード型のリサイクルもあり、これは上質紙がトイレツトベ

ーパーになったり、 PETボトルがカーペットになるというようなリサイクルである。

ゼロエミッシヨンの理念からリサイクルを捉えると、リサイクル工程時に付加的な資源

やエネルギーを投入する必要があることから、必然的に負荷も発生し、ゼロエミッシヨン

にはならないということになる。しかし、紙のリサイクルに関して有害物質を発生しない

脱盤技術が開発されれば、インクそのものがリサイクルでき、す寸紙に再生できる長繊維

のパルプが得られ、スラツジ(汚泥)が残る。この汚泥を内壁充填材等に活用すれば、ゼ

ロエミッションの道が開けることになる。

このように、リサイクルが素材に着目しているのに対して、ゼロエミッションは主とし

て生産プロセス管理技術に着目していることがわかる。その視点の遣いから、リサイクル

はゼロエミッシヨンより不完全なものに見えるかも知れないが、資源問題や環境問題に対

する理念は同じであって、異質なものとはいえない。
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1. 5 経済的手法の導入促進

1. 5.1環境政策における経済的手法 2引

今日の環境問題は、人々の日常の生活、通常の事業活動によってもたされるものが多く

なっており、従来のような規制基準等に基づく直後規制でコントロールすることが難しい。

また、単に決められたことを受け身で守るだけではすまされず、国民・事業者を含め、全

ての主体が自主的・積値的に環境保全に取り組んでい〈ことが求められている。経済的手

法は、こうした多数の日常的な行為から生ずる環境への負荷を低減させ、資源の効率的配

分にも資すると考えられる点で有効性が期待される政策手法である。

経済の立場からみると環境問題は、 「環境」という公共財に対して市場では適切な価熔

づけができずに生じたという見方もなされる。日常生活や通常の事業活動という経済活動

によって生じた環境負荷が外部不経済を生じるようになると、外部不経済の内部イむを行お

うとする。これが経済の立場からみた経済的手法であり、物やサービスの生産・消費にお

いて市場メカニズムを通じ経済的なインセンテイブを与えるものである。

このように、経済的手法といっても環境政策の立場では多少見方や理念が異なるものの、

具体的な内容はほぼ同じであり、現在では大きく分けて以下の 4つの経済的手法が検討さ

れている。

①環境税・課徴金(料金/手数料)

自然環境の使用量を徴収する一つの方法は、自然環境を利用する経済活動に課税

する(料金を取る)ことである。適切な課税を行うことは、生産活動において自然

環境の使用量が加味されていない生産賞、社会全体からみた環境の悪化という費用

が組み込まれていない生産費に、自然環境の使用量を加えることになり、社会全体

として見た場合に適切な費用に調節することができる。

②排出権売買

排出権売買は、すでに発生しているあるいはこれから発生するであろう汚染につ

いての売買を行う市場を創設し、排出権の交換を行うことで課税制度に代替させよ

うとするものである。総排出量を制限し、その範囲内で各経済主体に排出権を配分

し、その売買を認めることで誰も取引をしなかった排出を市場経済に排出権を配分

し、その売買を認めることで誰も取引をしなかった排出を市場経済の枠組みに取り

入れようとするものであり、直接的な規制と経済的な手段とを組み合わせた考え方

である。

③預託金払戻制度(デポジツト ・リファンド)

デポジツト・リファンド制度とは、潜在的に環境への負荷を有する製品などにデ

ポジツト(預託金)を課し、当該製品ないしその廃棄物が適切に返却されたことに

より環境への負荷が回避されたときに払い戻し金を支払う制度である。

④補助金

税・課徴金が、環境が考慮されていない生産費に経済的負待を与えることによっ

て、社会全体から見て適切な費用に調節するものだったのに対し、補助金はi!P.に、

環境が考慮されている生産費に対 し経済的助成を与えることによって、その目前Jを
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達成しようとするものである。理論上は、汚染の削減ー単位当たり、税・課徴金と

同額の補助金を与えれば同一の削減効果を生むことになる。

経済的手法に相対するのは規制的手法である。規制的手法は、環境基準のように行政上

の回線を設定するものや、罰則を伴う排出基準のような強制的な手法までいろいろなもの

がある。規制的手法は、直後に排出量等の規制をすることで縫実な効果を期待することが

できるが、その規制f直の大きさを社会的に望ましい水準に設定することが簸しい。規制が

厳しすぎると生産が必要以上に抑制されたり、逆に緩すぎると十分な効果をもたらさない。

また、自由経済のもとでは経済的活動を規制するので、規制によって不利益を受ける産業

界からのほ抗が強く、その調笠が困難である。したがって、公害問題などのように、地域

が限定され、発生源と環境汚染の因果関係が明確な場合には適用しやすいが、それ以外の

環境問題には行使しにく¥¥0 

税 ・課徴金による経済的手法の長所は、相対価絡の変化を通じて技術革新が促進される

こと、課税自体が宣伝効果を持つこと、税収を他の環境保全活動に投資できること、など

があげられる。逆に欠点としては、最適な税率の設定が困難なこと、税収の確保を目的と

して税率の変更が行われうること、経済成長やインフレに弾力的に対応し得るか疑問があ

ること、などがあげられる。また国際的に導入する場合には、同一税率にすると途上国が

逆進的になるので負担が大きいことや、炭素税の場合には産油国が反発するなどの問題も

ある。

排出縫売買による経済的手法の長所は、排出総量の直接的なコントロールが可能である

こと、量の規制lであるため成長やインフレによる影響がないこと、などがある。欠点とし

ては、総排出量の大きさの決定が困難なこと、モニタリングが困難またはモニタリングに

多額の費用がかかること、などがあげられる。

デポジット・リファンド制度による経済的手法は、環境に付加を与えるものの回収や返

却という分野に限定されているものの、ヨーロツパでは高い回収率を上げ、散乱ごみ対策

に効果を上げている。日本においても、ビールびんに預託金がかけられており、回収率は

99%であるといわれている。しかし、デポジット制度は逆流通の性格を持ち、涜通業者の

負担が大きいことや、導入コストが高いこと、回収効果を上げるためにはデポジット額を

あげる必要があるが、その際に所得効果が生じる可能性があること、などが指摘できる。

補助金については、税・謀徴金と同様の性質を持つ。しかし、政策的な観点からは、補

助金のみによる政策は、汚染者負担の原則に反し貿易面や資源配分上の歪みをもたらすこ

と、所得配分上の効果から特定産業の保護化につながりやすいこと、対象となる産業分野

からの撤退を妨げ全体としての負荷量を増大させる可能性があること、などが指摘されて

いる。補助金は国民に新たな負担や国際競争力の低下をもたらさず、消費者や産業界から

の支持も得やすいという意見もあるが、補助金のもとは国民の税や事業者の税であり、補

助金のみの経済的手法は適当ではない。

OECDは、経済的手法について次のような考え方を示している。 2引

「環境の観点を経済政策決定に盛り込む方法が必要であり、従来規制l的手法を多用して

きたが、費用効果の観点からも経済的手法の活用がI曽加している。環境に慢しい税制改正

や環境に負荷を>>.1ます補助金の削減を通じて、環境問題の解決に貢献しうる。娩収の使途
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特定や特定の環境目的の使用者課徴金は、経済システムに大きな歪みをもたらす可能性が

あるものの、環境上ないし財政上の理由からそれが有効となることがあり得る。補助金は、

環境及び経済に良い影響も悪い影響も与え得るため、単に補助金を削減しただけでは、 E草

境改善効果があるかどうかは不明であり、補助金がどのように導入され、どのように削減

されるかによって、その効果が左右される。環境に対する補助金による経済効果に比べる

と、補助金による環境への影響については多くが知られていない。」

このことからもわかるように、経済的手法、特に税・課徴金に対して大きな期待を寄せ

ていることがわかる。

世界において環境問題に対する対策の枠組みの必要性の高まりから、我が国においても

昭和42年の公害対策基本法や1972年の自然環境保全法を大幅に改めて環境に係る基本的な

法律を策定すべきとの気運が高まり、平成 5年に環境基本法が成立した。この法律では、

経済的手法について、新たな政策手法のーっと位置づけながらも、経済的影響への懸念か

らその導入については時期尚早とする意見もあり、次のような規定となった。

①環境の保全上の支障を防止するための経済的措置には環境への負荷活動を行う者に対

する経済的な助成を行う措置(補助金等)と経済的な負担を課す箔置(税・課徴金等)

の二つの手法があること。

②経済的な負担を課す措置については、環境の保全上の支障を防止するための有効性が

期待され、国際的にも推奨されていること。

③その措置を導入した場合の環境保全上の効果や我が国の経済に与える影響等を適切に

調査研究すること。

③その借置を導入する必要がある場合には、国民の理解と協力を得るように努めること。

また、これが地球環境保全に係るものであるときには、国際的な連係に配慮すること。

1. 5.2廃棄物分野における経済的に手法の導入や検討(環境基本計画)

( 1 )環境基本計画 30)

平成 5年に制定された「環境基本法」では、第15条で政府が閣議決定による環境基本計

画を定めることを規定した。これを受けて平成 6年には環境基本計画が策定された。この

計画では、経済的手法を規制的手法と並ぶ政策手段のーっとして位置づけ、その適切な活

用をうたっている。特に廃棄物分野において経済的手法の導入や検討が進んでいることを

踏まえ、次のような表現がされている。

①廃棄物の発生抑制のため、一般廃棄物に関して従量制による処寝手数料の徴収を推進

する等の経済的措置を活用すること。

②包装廃棄物の分別収集 包装材の再生利用の推進のため、事業者がそれぞれの引き取

り・再生利用に要した費用を価絡に適切に反映させる形での経済的手法の活用を含む

γステム等について幅広く検討すること。

③リサイクル推進のための預託金払戻制度(デポジツト リファンド)等の経済的措置

の活用を検討すること。
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( 2 )経済的手法の活用による廃棄物滅毘化研究会(厚生省) '" 

厚生省では、生活環境審議会や、生活大国 5か年計画等から経済的手法の検討が要請さ

れていることを受けて、 「経済的手法の活用による廃棄物減盈化研究会」を設置し、その

報告書を平成 5年 9月に出した。この中で、廃棄物減量化のための経済的手法について、

「最終的に廃棄物となる製品等の製造、流通、排出、再生利用等の過程における選択可能

な行動に対し、その費用と便益に直後または間後に影響を与えることを通じ、廃棄物の減

監化にとって好ましい行動を促すための手法」と定義し、その効果については、 「各経済

主体により、最も効率的な対策が選択されることと、経済的・効果的対策が自発的に推進

される」ことをあげている。経済的手法を活用によって、廃棄物の排出による社会的コス

トを各経済主体に適切に分担させ、そのコストの内部化を図ることによって、廃棄物の減

量化の動機づけが製造、流通、排出、再生利用等の各段階において効果的に働き、廃棄物

の減量化をより 一層達成しうる社会経済システムを権築することが重要としている。

この報告書で触れられている主な経済的手法について、効率性、公平性、実現可能性の

3つの視点からまとめたものを表1.4に示す。

ユーザー課徴金とは、廃棄物処理サービスを利用する際に、その利用に応じて課徴金を

徴収するものである。

排出課徴金は、ごみを排出する際に、その排出畳や質に応じた課徴金を徴収することに

より環境負荷をもたらすごみの排出を抑制するものである。排出課徴金は、家庭からの一

般廃棄物を対象とする場合には、ユーザ一課徴金と同義になる。

業者引き取りとは、事業者および消費者による廃棄物減量化のための行動を促すため、

その費用を製品価絡に転嫁することを予定して、製造流通事業者に、その生産または販売

した製品が廃棄物となった際に引き取りおよび処理を行わせるものである。

製品課徴金は、製品の消費 ・廃棄にともなって廃棄物の排出などの環境に負荷を与える

製品の生産、輸入等に際し、その量や質に応じた課徴金を徴収することにより、消費後の

廃棄物の発生が少ない製品を優遇する。

事業者に対する預託金徴収とは、製造事業者が製品の蔵出しの段階において、あらかじ

め定められた金額を国に預託し、ごみとなった当該製品を自ら回収した場合に、回収量に

応じて預託金が返還されるものである。

再生資源価絡維持、再生利用率義務づけ、及び再生資源を利用した製品の需要鉱大とは、

公的介入による再生資源の価裕維持、製品製造に当たっての再生資源利用率の設定、回収

したごみの再生利用義務づけ、政府調達等の公的介入による再生品の需要のf広大などがあ

る。

これらの検討を踏まえたよで、経済的手法導入の基本的方向としては、排出、製造・流

通及び再生利用の各段階において効率的で公平な減毘化インセンテイプが働き、しかも、

実施可能性の高い経済的手法として以下の三つをあげている。

①排出段階においては、従量性による処浬手数料の徴収

②製造 ・流通段階においては、製造流通事業者による引き取り及び処理

③再生利用の段階においては、引き取ったごみに対する一定の再生利用率の義務づけ
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表1.4 廃棄物分野における経済的手法とその特徴

効率性 公平性 実施可能性

(手法の効果) の条件

ユーザ一課徴金 ごみの排出抑制 |従酬l |廃棄物処理法に認可されている
再生利用f広大 不法投泉防止が必要

排出課徴金 ごみの排出抑制 質 量に環境負待の評価が困難
排出税 再生利用鉱大 応じた金地方自治制度に不適合

額設定

業者引き取り 製造流通事業者に対 ごみ減畳 回収・再生Ji，トが相対的に安く、

する排出抑制と再生化の賞用 減量効果の高いものに導入

利用を促す製品製造 の内部化 r" $0γッ卜制度は導入J，iトが高い

製品課徴金 製造流通時の減量化 環境負荷 |課徴金額の設定、課徴金の使途
需要の価俗弾力性が反映した について十分な検討が必要
低いものは効果なし |金額設定

事業者に対する ごみ減量化をもたら |回収費用 預託金額の設定について十分な
預託金 す製品への転換 反映した 検討が必要

廃棄製品の回収 金額設定

再生資源価絡維持
融資源一l環境コス一一は公的介入

再生利用率義務 による減量化の効果 トの負担 となり市場経済の効率性が領失
再生品需要鉱大 を等しく 再生利用率義務づけは事例あり
(公的介入) する 政府調達分は可能性あり

(3 )リサイクルのための経済的手法について(環境庁) 32) 

平成3年にリサイクル法が制定され、廃棄物処理法の改正がなされ、各地域でリサイク

ル活動が活発になる一方で、経済事情の変化により再生資源の需給バランスが崩れ、再生

資源の価絡の低下を通じてリサイクルの綬済性が低下するという事態が生じている。その

ため環境庁では、経済的手法の導入によってリサイクルの経済性を高め、リサイクルシス

テムを織能させることが必要という視点から、環境負荷の少ない循環型の社会システム形

成のための経済的手法を検討している。

リサイクルの促進に当たっては、、物の製造 ・流通、消費、再生資源の回収、再生資源

の回収、再生資源の利用の各段階にわたってバランスのとれた施策を講ずることが必要で

あり、それぞれの段階において、リサイクルの促進に向けてのインセンテイブが得られる

ように、経済的手法が検討されることが重要であるとしている。

製造 ・流通段階における未然回避インセンテイブでは、消費後に生じる不用物の盛や性

質に応じて製品や容6il等に適切な経済的な負担を求める仕組みが必要としている。消費段

階における排出抑制インセンテイプでは、排出される廃棄物の監や性質に応じて、各排出

者に経済的な負姐を求める仕組みが備えられることがm~としている。再生資協lの回収イ
ンセン子イプでは、再生資源を回収する営みに対して適切な終済的な対価が与えられるこ
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とが重要としている。厳後に、回収された再生資源の再生利用・再使用インセンテイプで

は、再生資源を利用した製品を相対的に優遇するように設計された製品課徴金などの新し

い施策を倹討すべきであるとしている。

これらの分析を踏まえた上で、経済的手法全体のグランドデザインとして次の 2点を基

本方向として施策の導入・情Z起を図る必要性を示している。

①各市町村において、廃棄物の排出量に応じたごみ手数料の徴収(ごみ有料化)をすす

める。

②製品の製造、流通及び消自に応じて再生資源の回収・利用のための費用が負担され、

この費用が適切に再生資源の回収・利用のために用いられるような仕組みの導入を図

る。

1. 5，3環境資本投資とマクロ経済の関係 JJ)J叫

環境資本役資とマクロ経済の関係については、 2つの側面からの論争が続いてきた。一

つは、環境資本役資を行わないと、経済発展が人間の居住環境を汚染させ、また自然資源

を枯渇させて、結局のところ人間の登かさを奪ってしまうというものである。もう一つは、

環境保全のための企業の投資が製品の価俗を上昇させ、消費の需要の減少や物価上昇、資

本蓄積率の低下などをもたらして、結局のところ経済発展の大きな制約条件になるという

ものである。

環凌資本投資は、それを誘導するための課税によるエネルギ一価俗の上昇や新たな設備

投資に伴うコストの増加を通じて、一般的に製品の価絡を上昇させる。価絡が上昇すると

消費は抑制され、また国際競争力の低下により輸出が減少して、輸入品が増加し、園内の

生産が減少する。さらに、エネルギ一価絡の上昇や税負担のt曽加などにより、消費者の可

処分所得が減少し、また貯蓄の減少によって資本蓄積率が低下することを通じて園内総生

産が減少する。しかし、このようなマイナスの影響がどの程度生じるかは、直接規制か経

済的手法かという政策手段や、政策に対して消費者や生産者がどのように調盤されるかに

よる。これらの論点は次のように整理される。

①市場メカニズムを活用した環境税などの経済的手段によって、マイナスの影響は大

変小さくなる。

②環境投資は、その役資をした産業の費用であるが、同時にその投資を受注した公害

防止機器メ ーカ一等の環境関連産業の需要増加となり、さらに関連する素材産業の

生産も地加させて、経済全体をf広大させる効果がある。

③環境資本投資は技術革新を促進させ、これによって対策コストが大幅に軽減される

ため、経済への7 イナスの影響は小さくなる。

環境資本投資の経済的影響を議論する上で大切なことは、環境資本投資が経済にマイナ

スの影響を与えるという側面に注目しすぎて、環境資本投資の本来の目的である人間の環

境を保全して設かさを高め、長期的には経済発展に貢献するという側面を忘れてはならな

し、。
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廃棄物処理 リサイクルの現状

ここまで、廃棄物処理・リサイクルに関する法制度や検討会などの報告苫を概観してき

た。以下では、我が国における廃棄物処理・リサイクルの現状を見ておきたい。

現在、我が国の一般廃楽物については、減量対策の進展や景気の後退などを反映して、

昭和58年以来 9年ぶりに対前年比がマイナスに転じた。平成4年度におけるごみの年間排

出量は5020万トンであり、一人一日あたりの排出量も 1104グラムになっている(図1.7)。

1. 6 

( 1 )廃棄物処理

1. 5.4経済的手段と貿易 .15)3叫 37)

貿易と環境の関係については、関心が高まっており、理論的考察がいくつかなされてい

る。それらによると、貿易により環境が懇化する可能性として、次の 3つほどが考えられ

る。

①自由貿易により経済活動が活発化し、それに対する適切な環境対策がとられなけれ

ば、環境を悪化させる。

②貿易を通じた所得水準の高まりは、自動車や家電製品の普及を促し、二駿化炭素排

出畳をt曽大させる。

③環境資源を多く使う財についての生産地の移転が生じれば、環境負荷も移転する。

(かつよ寓~ li 吋例年度伸び唱)tl/'~ 
52.000 

特に環境規制が低い国や、技術水準が低い国に生産地の移転がなされる場合には、

世界全体の環境が悪化する可能性がある。
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しかし、ここで生じる問題の原因は貿易にあるというより、経済外部性の問題であると

いえる。すなわち、ある財が取引される際に、その財が持つ社会的な価値または費用がそ

の財の価絡に十分反映されていないため、環境の希少性が経済行動に反映されていないこ

とが問題の原因であると考えられる。この立場に立てば、経済的手法を用いて、環境費用

を価格に内部化させるような経済的手法は、環境と経済の問題を解決する方向に向かわせ、

貿易においても問題は生じないはずである。
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46.【)()()このように、環境問題の本質は生産や消費行動に環境の社会的費用が内部化されていな

いことから生じていると考えられている。これを愚適イじするためには、外部性に応じた最

適な税が国ごとに導入されるべきである。これは、一見損をするように思われるが、環境

一般廃棄物の中間処理は、我が国では焼却処理が中心に行われている。平成4度におい

て、ごみ総量のうち焼却処理が74.3%、焼却以外の中間処理(選別・破砕・堆肥化など)

が10.7%と計85.1%を占め、中間処理率が高いのが我が国の特徴でもある(図1.8)。
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汚染財の世界的な生産が減少し、社会的厚生を高めることになる。

その際には、二酸化炭素を排出する活動や環境を悪化させる活動そのものに直俊課税す

ることが望ましいと考えられるが、モニタリング・コスト等を考えるとそれは困難であり、

実際には二酸化炭素排出に関係する生産に課税することになる。しかし、経済的には環境

面の外部性を補正する環境税の課税は、環境負荷発生のポイントと一致している必要があ

る。貿易を考える場合には、生産場所と消費場所が異なる可能性があり、生産に課税する

のでは、厳密な意味で外部費用を内部化したことにはならない。したがって、生産段階で

発生する環境負荷に対する環境税は国境税指置は不要であり、消費段階で発生する環境負

荷に対する環境税は、国境税調整が必要となる。

このように、本来環境税は経済活動を補正するものではあっても、一国だけが環境税を

導入すると、不公平な価絡が設定されることになる。これに対しては、世界的なルールと、

その環境税の設定額に関する線拠と、税収の適切な配分がセットになっていなければ、こ

の不公平は解消しない。

また、環境を理由とした貿易制限があれば、それは自由貿易を阻害する要因となりうる。

環境税も、自由経済の理論にしたがっている以上、意図的な貿易制限は市場を歪めること

になりうる。環境と貿易に関しでもこのようなことが生じないよう、今以上に法規制に関

する経済的分析が必'll'となるだろう。
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一般廃棄物の中間処理の推修 3叫
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長終処分場の残余容量は、平成4年度は平成3年度に比べて減少しているものの、 I里立

処分量が中間処理率の上昇等により減少しているため、残余年数は全国平均で約 8.2年分

(平成4年度)となり、前年度(約 7.8年分)より若干長〈なっている(図1.9)。しか

し、大都市圏地域の残余年数の状況については、近畿圏が約 6.8年分、首都圏においては

約 4.6年分と、前年度(約 4.8年分)に引き続き厳しい状況が続いている。
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図1.9 一般廃棄物の埋立処分場の残余容畳の推移喝叫

(2 )リサイクル

処理 処分されたごみのうち、分別収集や中間処理により資源化された量は、 193万ト

ン、資源化率 3.9%と資源化量、資源化率、資源化率とも大幅に培加している(図1.10)。

(96) 

図1.10 一般廃棄物のリサイクル率の推移唱"

素材ごとのリサイクル率を見てみると、ガラスぴん製造工場におけるカレツト利用畳は

増加傾向にあり、平成 6年にはカレツト利用率55.6%で、平成 7年には61.3%になってい

る。アルミ缶については、アルミ缶園内総需要量に対するアルミ缶回収監である「アルミ
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缶再資源化率」でみると 1985年から一貫して向上しており、平成 6年で61.1%である。ス

チール缶については、スチール缶生産量に対する缶くず使用置である「再資源化率」でこ

れについても着実に地加しており、平成 6年で69.8%である。(図1.11) 
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図1.11 ガラスぴん、アルミ缶、スチール缶のリサイクル率喝 2)43) ~叫

(3 )目下の計画

廃棄物処理施設の計画的な整備を図り、増大する廃棄物を適正に処理していくため、長

期計画を策定し、この計画に基づいて固から地方公共団体に財政的、技術的な支援を行う

こととし、廃棄物処理施設盤備計画が策定されてきた。この計画は、昭和30年代の急激な

成長で廃棄物処理施設笠備の返れが目立った昭和38年から第一次が策定され、平成7年ま

で、 7次にわたり施設整備 5か年計画が策定されてきた。今後、 平成 8年度を初年度とす

る第 8次 5か年計画が策定されることになっている。この計画は、 「リサイクル型社会へ

の転換推進計画 (リサイクル ・ゴーゴ一計画)Jと位置づけられ、来るべき21世紀をリサ

イクル型社会へと転換するために、計画に基づき、ごみの排出抑制、排出時の分別の促進、

リサイクル関連施設の整備などに取り組んでいくこととされている。この計画案の概要に

ついて、表1.5に示した。
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表1.5 第 8次廃棄物処理施設型車備計画案の概要."

-' 1 サイタル型吐会への伝換催.&J十~ ("やi7ル ゴーゴーItIliJI

1 総事業費 5~~500画 (制別笠備予定額) (単位 億円)

(内沢干定) 第7主計画 第8主計画 押事

[7次計画I [8次計画1 ごみ処理施設 19.132 34.222 1.79 
2Jt8，300億円 → 5兆500億円 12.010 21.272 1.77 

(伸び準 1.781音) リサイ 7ル関連施設 2侃8 5.534 2.68 
(図版)補助対象事業 1 25.∞0億円 段終処分地施設 3.452 5.358 1.55 

地万単独事業 I 22.9∞億円

泊箆貨 1 2.6∞億円

生活排水処理施設 5.400 10，398 1.93 
1.895 3.577 1.89 

合併処理浄化相 2.666 5.387 2.02 
産業廃棄物処理施投 1.641 3.023 1.84 
広域廃棄物処理路設 274 加 110.94

総 Z十 28.3∞ 50.500 11 1.78 

12. 計画の重点!

① ごみの排出抑制.排出時の分別の促進

② リサイクルの推進と ごみ焼却時の凱利用の促進

③ 廃棄物処理施設の計画的整備

@ 生活排水を処理し自然の河川に返す合併処理浄化槽の整備の促進

③ 産業廃棄物の適正処理の推進

区豆垣~
7年度末 12年度末

ご み 減 量 処 理 率 87% - 91也
リサイクル率 1偽→ 15% 
ご み 発 電 実 施 率 42官→ 55% 
し尿衛生処理率 93%→ 約百

合酔畢理浄化槽等地理事 智弘一 14% 
廃棄物処理七ンタ ー 1か所一 27か所
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O ごみ排出量の伸び率

(7次計画)1路 一 (8次計画)0.5%

o 8次計画で計画しているリサイクル

関連施設数

(例)l J…プラザ 170，HJT 
スト γクヤード 400か所

粗大ごみ処理施設 225か所

1. 7 廃棄物処理・リサイクル政策に対する視点鐙理

1. 7.1廃棄物処理・リサイクルシステムに関する法制度

これまで見てきたように、我が国における廃棄物処理は、主として疾病予防のためであ

った。そのため明治33年に汚物の収集・処分が市町村の義務として位置づけられ、不法役

楽などを防止するために無料で収集処分されることになった。その後産業廃棄物対策のた

めに、産業廃棄物の'Ii業者l'H壬を日月穫にするために昭和45年に廃棄物処理法が制定された。

その次に問題となったのは、廃棄物排出置の急激なt曽加と、急増する排出畳を処理する

施設の不足、さらに、廃棄物の処理・処分費用の増加があげられる。これを解決する手段

として、 「リサイクル」という廃棄物からの回避に対して期待が寄せられるようになった。

さらに、大型家111などの粗大ごみも廃棄物処理も大きな課題となり、産業廃棄物ではない

が産業廃棄物的処理が必要という観点が浮上した。これらの対策が、平成 3年の廃棄物処

理法の改正とリサイクル法制定である。

しかし、 その後も リサイクルが思うように伸びなかった。なぜならば、このH寺の視点に

は二つのものが混在していたからである。一つは、リサイクルが製造、消賀、排出、処理、

再生資源利用という一連のフローで成り立っているにもかかわらず、再生資源の利用だけ

に目を奪われていたからであり、もう一つは、事業者、消費者、自治体の質(壬の明確化と

費用負担の仕組みづくりに取り組まず、目標値だけでがんばろうとしたからである。

これらのことを踏まえて、製品の製造から再生資源の利用までというリサイクルの各過

程での役割分担と、事業者、消費者、自治体の役割分担と費用負担の仕組みについて検討

が進んだといえる。最終的には、容器包装リサイクル法の成立によって、とりあえず容器

包装廃棄物については、製品の製造から再生資源の利用までの各過程での役割分担と、事

業者、消費者、自治体の聞の役割分担と費用負担の仕組みが成立したといえる(表1.6)。

表1.6 各主体と各リサイクル過程における役割分担

事業者 消費者 l 地方自治体・国

製造 再生利用の容易な製品の

開発 ・製造(事前評価)
ーー『ーーー ー-ー一ーーーーーーー -ーーーー・ a ・ー・ーーーーーーーーーi ーー一一一一一一一←一ーーー一 -ーー--ー一司 ーーーーー ーーー--ー
排出 回収や再生利用に 一定の 排出の抑制 分別収集の徹底
処理 役割(リサイクルコスト 分別排出 リサイクルセンター建設

を製品価格に転嫁) 従畳市lの費用負担 広域連撲の普及

技術開発
--・一一 # ー---・ ーーーーーー ー ー --ー『ーーーー--ーーーーー ーーーーー-.--- ----再ーーーーー『岨・ーーーー ー

再利用 再生品の綴優的不'1用 再生品の需要鉱大 。再生品の使用
再生資源の全鼠再生利用 l f 再生品使用の普及啓発

しかし、その役割分担と 費用負担の仕組みも、それぞれの主体にと って強いインセンテ

イプが働くような椛造にはなっていない。事業者は、自治体が分別収集を行い、分別収集

品の質に関する基準をクリアしたもののうち、ある割合を再商品化すればよいことになっ

ている。事業高ーにとってはこれは単なる規制にすぎず、 1基準を超えてリサイクルが進むと
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い?インセンテイブはない。消費者も分別排出の義務を負つてはいるものの、それは単な

る「決まり」にすぎず、分別排出とリサイクル協力に対する普及啓発が具体的方法になる

だけである。これは従来のものと何ら変わりはない。

さらに、もう一つの視点であったリサイクルの各過程での対策については、容認包装の

過剰な使用の抑制lや分別基準適合物の再商品化によって得られたものの使用促進が位世づ

けられているにしても、それに関してはすでにリサイクル法において示されていた上、地

方自治体や国の調達について新たに、規制に近い施策を打ち出したにも関わらず、具体的

な目傑値等は示されていない。

1. 7.2経済的手法の導入促進

環境政策における経済的手法は、大きく分けると 4つある。それらは、①環境税、課徴

金、②排出悔売買、③デポジツト・リファンド、④補助金、である。これらの経済的手法

の廃棄物分野への応用は、ヨーロツパ等で早くに導入された。我が国では、環境基本法と

それに続く環境基本計画で取り上げられ、その後いくつかの検討がなされてはいるが 公

器包装リサイクル法の制定もあって、巌終的にまだ検討が終了していないと見られる。一

廃棄物処理に関する経済的手法の経過を図し 12に示した。

環境基本法
(H 5. 1 1) 

の

的

て

)

ル
済
い

4

ク
経
つ

イ
の
に

6

サ
め
法

H

リ

た

手

(

経済的な助成を行う措置
(補助金等)

、、

廃棄物減量化
研究会(厚生省)
(H 5. 9) 

--‘ 

製造流通事業者による II一定の再生利用率
引き取り及び処理 I Iの義務づけ

環境基本計画
(H 6. 1 2 ) 

図1.12 廃棄物処理に関する経済的手法の変化
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容器包装リサイクル法では、地方自治体が分別収集した廃棄物について再商品化の義務、

すなわち「引き取り義務」を課し、処理コストそのものではないが、再生コストの内部化

という経済的手法を用いることになった。しかし、従来から有力視されてきたごみ有料化

(ユーザ一課徴金)については、法律では廃棄物処理法に「有料化してもよい」という題

旨の条文が盛り込まれて以来、まま否両論も多く、効果の真偽についても不明確で、はっき

りとした結論が出ていない状況といえる。

国際的には pppの原則J(汚染者負担の原則)が確立していながら、我が国では廃棄物

に対してはこれまでの廃楽物政策の過程から、原則!として市町村処理の原則が確立してお

り、例外の分野である。また、事業者の引き取りというのも、 pppの原則とは異なって

いる。このように、廃棄物処理の分野における経済的手法は、その公共性から一般的な環

境政策における経済的手法と異なっていることが特徴となっているが、リサイクルの現状

が経済性にあることからも、経済的手法の促進が期待されている。

1. 7.3廃棄物処理・リサイクルにおける経済的手法の効果

現在の廃棄物処理 ・リサイクルにおける課題は、廃棄物排出量の削減もさることながら、

廃棄物処理・リサイクルに必要な財源の確保である。廃棄物処理 ・リサイクルが公共サー

ビスとして位置づけられている場合には不公平はあまり生じないことになるが、ごみの排

出量増大もワンウエ一容器の増大や事務所の OA化によるものであるし、プラスチック系

廃棄物の増加でごみの発熱量が急激に上昇し、焼却工場を新設する必要が生じたのも、事

業者側の論理であり、これを公共サイドがサービスの提供という形で対応していたのでは、

公共財のフリーライドに等しいという考え方がここにある‘叫。

これに対する解決策は、費用の再配分と公共サービスである廃棄物処理の独立事業化が

ある。もちろん、廃棄物処理事業は程度の違いはあっても、 「非競合性」と「非排除性」

を有しており、依然公共サービス的な事業であり、 「公共財」といえる。ここで言う「非

競合性」とは、その事業の提供するサービスを要素を特定の人や集団が享受しでも、他の

人や集団の利用の妨げにならないことであり、 「非排除性」とは、そのサービスを享受す

るごとに料金を徴収することは非現実的で、払わないという人を排除することはできない

という意味である。したがって、公共的な仕組みと私的な仕組みを適当な割合で組み合わ

せる必要がある。

独立事業化を行うためには、ごみ有料化やごみ発電によって収入を得て、民営化できる

ところは民営化してコストを巌小限にすることが考えられる。廃棄物処理事業からサービ

スを受けている人がそのサービスに対して費用を負担するというのは、 「受益者負担の原

則」に近いものといえる。そこには経済的手法として「ユーザ一課徴金(ごみ有料化)J 

がある。

一般的な「ごみ有料化」は消費者ーから徴収することを前提としている。ごみ有料化の効

果には 2つある。一つは、ごみ有料化によって、廃棄物を多く発生するものは購入しない

というごみ発生の抑制効果(所得効采)であり、もう一つは、廃袋物になるのを回避しリ

サイクル等に回す再生利用効果(代偉効果)である喝7)。

ごみ発生を抑制lすることは、国民経済的にはある特定の産業(比較的ごみ発生昆の多い
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産業)の縮小につながる可能性は残るにしても、環境負荷も減少し、廃棄物処理コストだ

けでなく、リサイクルコストも必要なくなるので、全体としては望ましいことといえる。

ただし、 一般的には食品に関する支出は所得弾力性は低く、発生を抑制できる量は少ない

とも考えられる。

家庭から排出されるものをリサイクルに回して廃葉物処理監を削減することは、コスト

的には廃楽物処理コストを削減できるが、リサイクルコストがかかるため、廃棄物処理

リサイクル処理事業全体のコストとしては、あまり効果がない可能性もある。しかし、リ

サイクルコストを事業者側の負担にするなどして、廃棄物処理とリサイクルのコスト負担

の主体を分担してしまえば、コスト的には解決が可能となる。また、分別排出を積僅的に

行えば、廃棄物はかなり削減できるはずである。

廃棄物処理・リサイクルに関する政策のオプシヨンは、何も経済的手法ばかりではない。

廃棄物処理が地方自治体の固有事務となって、処理方法については地方自治体にすべての

権限があるので、その枠内の対応しかなされてこなかった。しかし、リサイクルシステム

の利便性をあげたり、広域処理を行ったりすることも廃棄物処理・リサイクル政策の一つ

のオプシヨンのはずである。すなわち、これまでなされてきた廃棄物政策は、リサイクル

推進と役割分担、経済的手法導入の検討がほとんどで、収集 ・運搬の委託イじゃ、広域処理、

廃棄物収集のサービスレベルなどはあまり議論されてこなかったといえる。

また、リサイクルシステムにおいて製品の流れには注目してきたが、リサイクル施設笠

備のための投資は巨額であるし、当然その施設整備に必要な環境負荷も発生する。これら

についてはあまり注目されてこなかった。

本研究では、これらのことを踏まえ、生産と廃棄の関係をある程度明確にした上で、廃

棄物処理 ーリサイクルシステムの建設段階も含めたコストと環境影響の推計を行い、広い

意味での廃棄物処理・リサイクル政策の効果を明らかにすることを目的としている。
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-注(第 l章)

*1 法第 1条「この法律は、廃棄物の排出を抑制し、および廃棄物の適正な分別、保管、
収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活
環境の保全および公衆衛生の向上を図ることを目的とするー'

法第 2条の 2r国民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品ゐ盈用等により廃棄物の再生
利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること

あぬ75322r??他その適正な処理に関し、国および地方公共団体の醐に

本2 法第二条「この法律におふて「容器包装」とは 商口の容器及び包装であって、当該
商品が消費され、又は当該商品と分離された場合k不互になるものをいよ I 

司 法第二条 6rこの法律において「分別基準適合物」とは、市町村が第八みと規定する
市町村分別収集計画に基づき容器包装廃棄物について分別収集をして得られた物のうち、
厚生省令で定める施設の基準に適合する施設として主子大臣が市町村の意見を聴いて指
定する施設において保管されているものをいう(逆有償でないものは除く) 0 J 

叫 法第二条 2rこの法律において「特定容器」とは、容器包装のうち、商品のき器であ
るものとして主務省令で定めるものをいう。」

ヘ涜:??」「この法律において「特定包装」とは、容器包装のうち、特定容認以外の

*6 法第五条「国は、容器包装廃棄物の分別収集、分別基準適合物の再商品化等を促進す
るために必要な資金の健保その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

2 国は、物品の調達に当たっては、分別基準適A 物の再商品化をして得られた物又
はこれを使用した物の利用を促定するょう必要な考量を払うものとする。

3 国は、容告書包装に関する情報の収集、整理及び活用、容器包装廃棄物の分別収集、
分別基準適合物の再商品化等の促進に資する科学伎術の仮輿を図るための研究開発の推
進及びその成果の普及等必要な措置を講ずるよう鍔めなければならない。

4 国は、教育活動、広報活動等を通じて、容器包装廃棄物の分別収集及び分別基準
適合物の再商品化の促進等に関する国民の理解を深めるとともに、その実施に関する国
民の協力を求めるよう努めなければならない。

下手32T4223fizZ25Tにおける糊包装廃棄物の分別収集に必要な闘を

JEJJをff2YEK212252Art-務が十分に果たされるように必要な技術的

す;ょ11525222222ヒT2532tAZt22ff適合物の再商品化等を促進

本8 法第二条5rこの法律において「分別収集」とは、廃棄物を分別して収集し、及びそ
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J 4且

の収集した廃棄物について、必斐に応じ、分別、圧縮その他厚生省令で定める行為を行
うことをいっ。」

時 第十条 4 r第二項に規定する分別の基準を定めた市町村は、廃棄物処理法第六条の二
第六I頁に規定する手数料の宮買を定める場合において当該分別の基準に従い適正に分別し
て排出される容認包装廃楽物以外の一般廃棄物の排出量を勘案する等当該市町村の区成
内において容器包装廃棄物を排出する者が当該分別の基準に従い容器包装廃棄物を適正
に分別して排出することを促進するために必要な借置を講ずるよう努めるものとする。 J

本10法第二条与「この法律において分別基準適合物について「再商品化」とは、次にJ昌lJ
る行為をいっ。

一 自ら分別基準適合物を製品の原初料として利用すること。
一 自ら燃料以外の用途で分別基準適合物を製品としてそのまま使用すること。

分別基準適合物について、第一号に規定する製品の原材料として利用するものに
有償又は無償で議渡し得る状態にすること。

四 分別基準適合物について、第一号に規定する製品としてそのまま使用する者に有
(貨又は無償で議渡し得る状態にすること。」
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第 2章 消費一廃棄システムに関する経済的分析

2. 1 緒言

第 l章では、廃棄物処理・リサイクルシステムに関する政策について概観してきた。リ

サイクルに関する法制度としては、事業者と消費者と国 自治体の役割分担と費用負担が

求められるようになってきたこと、製品の生産から排出・回収 ・再利用(処理)という一

貫した仕組みづくりが必要とされていることが明らかになった。

第 2章では、国民経済全体の状況が、家計からの廃棄物発生量にどのような影響を及ぼ

しているかを明らかにする。具体的には、我が国における家庭系からの消費および廃棄が

近年どのように捲移してきたかということを明らかにし、そこから消費形態と廃棄物発生

量との関係を導きだすことにある。

さらに、我が国におけるオイルショック時を含めた時系列分析から、エネルギ一価絡の

変化が消費一廃棄システムに与える影響を分析する。この分析の結果から、炭素税などの

環境税が導入されることによって、廃棄物処理・リサイクルシステムにどのような影響を

与えるのかを予測することができる。また、家計調査の分析から、支出弾力性をみること

によって、ごみ有料化などのユーザ一課徴金制度が、廃棄物減量化等にどの程度効果が上

がるのかを予測することも可能になる。

現在、マクロ的な公共投資(行政投資)が行われる場合、その一部は適正な廃棄物処理

行うための社会資本の笠備に向けられている。このように、消費者(市民)から排出され

た廃棄物を適正処理することは、公共投資とも関係している。経済規筏全体が鉱大してい

るときには、廃棄物発生量も増加することが予想されるものの、廃棄物処理技術も進展し

て減量化が図られるので、最終処分量ではどの程度の増加になるのかは不明である。ただ

し、消費がすすんで投資が停滞すれば、霞終処分置に与えるインパクトは加速的になるで

あろう。

一連の消費ー廃棄システムを妃濯するこれらの分析によって、経済的な状況が廃棄物処

理 ・リサイクルシステムに与える影響を予測することができるとともに、講ずべき様々な

環境政策や経済的手法について、そのインパクトを明らかにすることが可能となる。
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2. 2 分析システムの記述

2.2.1分析全体のフレーム

本分析では、日本経済にとっての外部妥因が、日本経済の動向やその循環にどのような

影響を与え、その結果として家計の消費活動や政府等による固定資本形成がとう変化する

ことを明らかにする。また、家計消費の変化が、家計での消費形態をどのように変化させ

るかという細部の因子を見ながら、患終的に家計からの廃棄物発生量がどのように変化す

るのかを統計分析から、定置的に明らかにすることを試みる。

それぞれの要素の関係については、毎年のデータから対前年度変化率に着目し、入力

(説明変数)と、出力(被説明変数)の変化率を回帰計算することによって傾き(変化係

数)を求める。それに基づいてE単位値と呼ばれる値を計算する。この弾性値が、入力の変

化が出力の変化に与える大きさを示す係数となる。

これらの弾性値を、経済的外部要因、経済循環、家計消費、廃棄物発生量の聞の関係に

ついて、経済の流れ、もしくは製品の流れに沿って順次定量化を行う。

経済的な外部要因としてエネルギ一価俗(原油輸入価格)を取り上げる。原油の輸入価

格は FOB価格(原油のみの価絡)と CIF価賂(原油価俗+輸送価絡+保険料)がある

が、ここでは、我が国の経済に直援影響する値として CIF価絡を用いることにする。こ

のデータは『石油価俗統計(石油連盟)~のものを用いた。

次に、日本経済全体の動向については、国民経済計算の圏内総支出の内訳を用いて、民

間愚終消費や政府最終消費、総固定資本形成などを用いた。すなわち、国内総支出の関係

式として次のもの(項)分析の対象とし、そのデータとしては、 『国民経済計算年報(経

済企画庁)~のものを用いた。

(国内総支出) = (民間最終消費支出) + (政府最終消費支出)

+ (一般政府総固定資本形成) + (民間総固定資本形成)

+ (在庫品増加) + (経常海外余剰) <1> 

家計での分析対象は、民間の巌終消費に着目し、 『家計調査年報(総務庁)~から大ま

かな品目ごとの消費額を分析の対象とした。分析で用いた項目は10項目であり、それらは、

①食料、②住居、③光熱 ・水道、④家具 ・家事用品、⑤衣服及ぴ履物、⑥保険医療、⑦交

通・通信、⑧教育、⑨教養娯楽、⑩その他の消費支出、である。この分類はこの統計の最

近の分類に準じており、古い統計では若干分類が異なっているが、最近の分頬に統合した。

廃棄物発生量については、家計(家庭)からの一般廃棄物(生活廃棄物)を対象とし、

事業系廃棄物は除外する。ただし統計上の問題として、実際は事業系の廃棄物だが家庭系

のものと区別せず処理されている場合には家庭系として級われてしまうので、厳密に家庭

系のみとは断言できなし、。また、生活廃棄物の内訳として可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ

等に分けて分析するのが理忽ではあるが、系年的に統計が整備されていないので、一括し

て扱うことと する。この生活系一般廃棄物とは、混合ごみ+可燃ごみ+不燃ごみ+資源ご

み+組大ごみ+自家処分ごみである。このデータについては、 『日本の廃棄物(厚生省) ~ 

のものを用いた。

また、廃棄物の中間処J'Hの処理由j合や処J!!l効率(どの程度減量するか等)と廃棄物処理
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事業に必要な経費をとらえて、廃棄物処理事業への公共役資(経費)と廃棄物処理の進展

を分析した。このデータについても『日本の廃棄物(厚生省)~を用いている。

これらの設定をもとに、分析全体のフレームワークを図2.1に示す。

「
。

丞小

成

成

余

出

出

形

形

外

支

支

本

本

海

費

賀

資

資

常

消
消
定
定
加
経

終

終

回

国

増

(

最
最
総
総
品
他

聞
府
府
間
庫
の

民
政
政
民
在
そ

「
ト

l
「
」

戸一色一一一

図2.1 第 2章での分析フレームワーク

2.2.2分析のための理論

( 1 )弾性値

本分析では、各賞巨ごとの弾性値を算出することによって、それぞれを関係づける。

伊lえば、家計における消費の場合、ある家計おける消費支出の総額と、ある貧困の消費

支出額(例えば、食料に関する消費支出額)との関係で考えると、消費支出の総額の対前

年度と比較した変化率と、ある費目の消費支出額の対前年度変化率との聞に一次式で示さ

れる関係を仮定する。すなわち、消費支出をC(Consumption)、その費目の支出をC，とし、

時間 tにおける値を右肩に添字 tを用いて示すと、 Cについての変化率とC，についての変

化率は

Cl+1_Ct 

(Cについての変化率) = ー一一一一一 <2> 
C' 

C且巴 "1_Cit 

(C，についての変化率) = ーで一一一一一 <3> 
Ci t 

で示すことができ、これらの関係を一次式で示すと次ページで示す式が得られる。
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C， '・I-Cit Cl+1_Cl 
一一一一 = α， x ーでアー +β=

しa 仁
<4> 

」ーー_______， 、一一ー可一一J

(Cについての変化率) (C，についての変化率)

2変数の変化率から、辰小二乗法によって αEとβιを計算する。このときの αaが弾性値

となる。

ちなみに、この関係を変化率でなく、一次式C，=a，.C+b，で示すこともでき、その場合は、

αiニ a，.C/C，の関係が成立する。

(2 )原油価絡と家計母終消費

原油価絡の変化は、国内総支出に影響を与える。園内総支出については次の恒等式が成

立している(前出)。

(圏内総支出)= (民間愚終消費支出)+ (政府最終消費支出)

+ (一般政府総固定資本形成) + (民間総固定資本形成)

+ (在庫品増加) + (経常海外余剰) <1> 

原油価絡の対前年度変化率と国内総支出のそれぞれの内訳の対前年度変化率から、単回

帰計算を行うことによって、原油価俗と園内総支出のそれぞれの内訳との悌性値を求める。

本分析では、原油価梅の変化と国民経済計算への影響に若干のタイムラグを想定して、 n

年の原油価俗対前年度変化率と、 n+l年の国内総支出内訳の対前年度変化率を用いるこ

ととする。さらに、第一次オイルショック前後の産業構造の変化を考慮して、 n=昭和49

年までをDum皿y=0、 n=昭和50年以降をDummy=1として、ダミー変数を用いる。

原油価絡を P、民聞の愚終消費支出を Cとすると

ムC ムP
-F=EIC× 7ー +βcx Dum皿y(O，I)+yc <5> 

について、 α，cは回帰計算によって求めることができる。ここで、ムは増分を表す記号で

あり、日， cは5単位f直である。ここで、 βcはダミー変数の係数、 Ycは切片である。また、

添字のlは原油価絡と国民経済計算に関する値であることを示し、添字の Cは民間最終消

費支出に関係する値であることを示す。したがって、 (α ，.、 βc、γc)は全部で 6種類

計算することができる。

(3 )家計忌終消費と費目別家計消費

先ほどの(1 )の例でもあげたように、家計の優終消費額全体が変化することで、費目

月1)の消費額が費目ごとに変化する。すなわち、消費の全体額を下げようとしても、生活必

需品のようなものはあまり減らすことはできないが、町書好品のようなものはかなり削減す

ることができることがわかっている。このように費目別の弾性値は異なる。年間の収入階

級別に家計消費支出額と費目ごとの支出額との関係から回帰係数を求めると、収入階級ご

との、すなわち生活レベルの違いによる弾性値が算出される。生活レベルが異なると消費

のパターンも異なる可能性が大きく、経済全体の変化が同じ家計においてどのような変化
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が生じるかということが本分析の課題であるので、同じ生活レベルのサンプルにおける5単

位値を求める必要があり、本分析の他の部分との墜合性から、系年的に分析を行い、対前

年度消費支出変化率と各消費費目の消費支出変化率との関係から弾性値を求めることにす

る。

式は(1 )と同様であり、

ムC， ムC
T7=α2i Xτ一+β<6

ここで、 α2.は、 費目lに関する弾性値である。添字の2は家計最終消費と費目別家計消費

の関係であることを示す。 βaは切片である。

(4 )費目別家計消費と廃棄物発生量

まず、廃棄物発生量をよ記10種類の費目別家計消費の一次関数で表現できると仮定する。

費目lの消費支出額をC"f!1目 iから発生する廃棄物置をW，とすると

W，=k.xC，+b， 

10 
W - L: W， 

i=1 

10 
C - L: C， 

i=1 

<7> 

<8> 

ここで、k.は費Eliについての消費額を廃棄物発生量にする係数であり、 Hは総廃棄物発

生量である。箱分に関して表現すると

6W， =k， xムC，

ムW，巴 Ci 6C， 
一一一 =k，x ーー × 一一一
W W Ci 

ここで、家計消費総額あたりの廃棄物発生量をkとおくと

W=CxK 

となり
ムW Lムw， lQ (k， C，ムC，、

<9> 

< 10> 

<11> 

-F=可一 i苛 LkxCx寸-J <12> 

となる。ここで、 kは家計消費全体額一単位あたりの廃棄物発生監の平均値、 Ci/Cは資自l

の家計消費全体に対する構成比の平均値であり、統計から算出することができる。よって

6W lQ (. 1 C， 6C， 、
一一 = :;8. I k. x - x _:_:_ x一一|
W i=1 L k C C， J <13> 

となるから、 k，を算出すればよし、。式<7>と式<8>から、被説明変数をW(=LW，)、説明変

数をC，として、対象とする期間の復数データから、重回帰分析を用いてk.を求めることが

できる。

さらに、 α引を次のようにおく。

α，，= (k，/k)・(C，/C)

これを用いて<13>式を占き換えると、次のようになる。

ムW n ( ムC，、
でー-:;8.la3ix

一一
| 

W 1=1、 C，) 

(5 )原油価俗と廃棄物発生

<14> 

それぞれの関係を連動させて いくと、愚終的には係数の積によ って算出することができ

る。 <14>式に <6>式を代入し、ムC/Cの係数以外の定数項を護E里すると

6W 10 (ムC、
ー一=三三 ド::t2i Xα 3i x ~-I <15> 
W i=1 L C ) 

となる。さらに、 <15>式にく5>式を代入し、6P/Pの係数以外の定数I頁を盤理すると

6W 10 ( ムP 、
一一一=L: IαlCXa2iXaJiX 一一一 | 
W i=1 L P ) 

となる。 iについて整理すると

ムW ( 10 、ムP
一一一 =α1cxl L:a2ixα 3i I x 
W L i=1 ) P 

この式は、原油価絡の変化率と廃棄物発生量の変化率の関係を示している。

く16>

<17> 



一一一一一一一一一一一一ーーー-_量量量一ーーーーーーーーーーーーーーーー 一一一一ー一ー量量盲轟薗薗司

2.3.2国民経済計算

国内総支出は全体的にt曽加傾向を示している。園内消費支出の約60%が家計による消費

支出で、約30%が総固定資本形成分となっている。この偶成比は大きくは変化していない。

残りの10%弱が政府による厳終消費支出になっている(図2.3)。

園内総支出、家庭巌終消費鼠、総固定資本形成の前年に対する変化率を示したものが

図2.4である。昭和40年代前半の高度成長期には、固定資本形成の増加率が高かったこと

がわかる。逆に第一次オイルショックは昭和47年~昭和49年であり、全体的に経済全体と

して減少しているが、特に昭和49年の総固定資本形成はかなり減少しており、資本形成が

経済状況に大きく影響を受けていることがわかる。

個別システムの現状

2.3.1原油価俗

2. 3 
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率
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1 
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年度(昭布、平成)

ロ 車計消貨 +直府糟置 。総閲定寅本形成 x園内健支出

図2.4 所得支出勘定の対前年度変化率

2.3.3家計の消費情造

実質値でみた家計消費額は全体として年ごとに増加の一途をたどっている(図2.5)。

しかし、全体の消費額に占める食費の割合が減少し、自動車関係の消費や「その他の維

消費」が増加している。これは、一般にいわれているエンゲル係数の低下現象と同じこと

であり、必要巌低限の消費がすでに達成され、消費の形態が必要不可欠でないものに移行

していることを示している(図2.6)。

対
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年
度
重
化
事
%

70 

60 

原油の輸入価絡は二度の石油ショック時に急上昇した。我が国の為筈相場は昭和46年か

ら自由相場制になり、 iドル360円から次第に円高になっていった。原油の輸入価絡は、自

由相場制に変化して、為倖変動によっても影響を受けるようになった。円高が進むことに

よって原油価裕は低下することになる。原油価倍における為替変動の影響をみるために、

円の為信要因を受けていないドルベースの原油価俗と円ベースの原油価絡とについて、為

替の変化率を比較したものが図2.2である。これによると、円ベースの原油単価とドルベ

ースの原油単価はほぼ向じ対前年度変化率を示ており、原油の綿入価俗には為替の影響は

あまり受けていないことがわかる。

この分析においては原油自体の価格変化と為替変化の両方の影響を受けている門ベース

の原油輸入価絡を用いることにする。

50 

の推移2.3.4廃棄物発生
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生活廃棄物発生虫については、昭和48年をピークに一度減少したものの、その後は次第

に崎加している。平成 3年には在干減少した(図2.7)。これは、照気の衰退が影響して

いると考えられる。なお、 一人当たりの生活廃棄物の排出原単位は、昭和47年にl人l日当

たり、 900gを越えた。

全体として増加傾向であるといえる(図2.8)。
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図2.3 園内総支出の内訳縫移
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2.4.1エネルギー価裕の変化が与える国民経済への影響

エネルギ一価俗の変化は、国民経済に大きな影響を与える。ここでは、昭和38年度から

平成 3年度まで原油輸入価絡の対前年度増減率と、園内総支出を構成する各支出の関係を

一次関数と仮定して、最小二乗法による回帰計算を行った。しかし、この分析期間中にオ

イルショックが生じ、我が国に大きな影響を与えた。中でも産業権造に与えた影響は大き

いといわれている。この分析では、この点を考慮に入れ、第一次オイルショック以降に経

済的な構造転換が発生していると仮定し、ダミー変数をいれ、次のような式を仮定して回

帰計算を行った。

(項目支出額変化事)=白川 x(原油輸入価俗変化率)+βxxDwn皿y(O，I)+γx 

支出額の項目は 原油輸入価倍増減率と政府最終消費支出増減率図2.10
<18> 

①民間最終消費支出(図2.9)

②政府最終消費支出 (図2.10)

③政府総司定資本形成(図2.11)

③民間総固定資本形成 (~2.12)

ロ
v
h

x

ロ

『

ロ

-
ロ

ロ

L

l
b
b
l
ah
 

門
百
ロ
F

M

‘
ロ

ロ

ロ

30 

20 

10 

政
府
固
定
質
本
車
成
対
前
年
度
重
化
率
目

160 o 40 80 

原油価陪対前年度重化皐 桔

図2.11 原油輸入価絡I曽減率と政府総周定資本形成I曽減率
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である。ちなみに①の民間愚終消費支出に対応する日はは、 aI Cである。参考のために、

園内総支出(図2.13)も回帰計算を行った。

各図中の点線はオイルショック前の、直線はオイルショック後の計算結果である。

それらの回帰計算結果を表2.1と図2.14に示した。
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原油輸入価絡I曽減率と民間総固定資本形成I曽減率図2.12
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民間最終消費支出の変化が与える家計消費構造への影響

ここでは、家計消費情造が、民間辰終消費支出の変化から受ける影響を分析する。家計

消費の資自ごとに5単位値が異なる。

仮に、民間援終消費支出が減少することを考えると、生活必需品に関する支出よりは晴

好品に関する支出の方が減少しやすい。このように、資自ごとの弾性値が異なるので、全

体(民間最終消費支出)の変化は、家計消費帰造を変化させることになる。

家計消費の弾性値については、データの箆合性から、 1965年から 1991年までを分析対象

としている。消費支出全体の対前年度t曽減率と各家計費目対前年度I曽減率との関係を回帰

計算によって求めている。

家計支出においては、オイルショックの影響は小さいものとして、ダミー変数を用いず

に分析を行った。 10品目について、分析したグラ フを図2.15-図2.24に示した。また、そ

れらの結果については表2.2と図2.25に示した。
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図2.13 原油輸入価格増減率と園内総支出t曽減率(参考)

原油輸入価絡増減率と国民経済計算内訳のI曽減率の計算結果

弾性値白川 切片 y. t {i直 ゲミー係数βx

民間展終消費支出 -0.0325 8.14 -3.8 4.29 
政府最終消費支出 0.0134 4.49 2.3 ー1.62
政府総固定資本形成 -0.0611 12.51 -1.7 ー7.22
民間総固定資本形成 -0.0904 11.64 -2.9 -6.42 
在庫品増加 0.5417 15.15 -1.4 23.75 
経常海外余剰 1. 3663 38.01 -1.3 2.59 
園内総支出 -0.0305 8.26 ー2.6 -3.88 

表2.1

0.02 

0.01 

o 
-0.01 

-0.02 

-0.03 

2・0倒
値

-0.05 

0.06 

・0.07

-0.08 

・0.09

-0.1 

消費支出対前年度地描'" % 

消費支出対前年度変化率と住居費支出対前年度変化率

20 

図2.14 原油価俗t首減率に関する国民経済計算への4単位値

図2.16
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図2.23 消費支出対前年度変化率と教養娯楽費支出対前年度変化率 分析対象家計支出10費目の価絡獄性値

ちなみに、 1986年の収入階級別のデータから 10費自の弾性値を求めたものを図2.26に示

した。図2.25と比較するとかなり異なっていることが分かる。

まず大きな違いは、 図2.26の住居貨の5単位債が収入階級別だとマイナスになっているの

に対し、図2.25では系年的に大きなプラスになっている。弾性値がマイナス、すなわち収

入レベルが高いほど家計消費支出全体が場えると住居費が小さくなるというのは、持ち家

率が高いからであるとも考えられる。

また、教育費に関しても大きく異なっている。図2.26から、収入レベルが高いほど教育

費が大きくなっているのに対して、図2.25から、系年的には弾性値と してはマイナス、す

なわち家計消費が増加すると教育費は増えるということを意味している。また、図2.25か

ら、その年の収入が増加すると、自動車等の「交通・通信費支出」と大型家具などの「家

具 ・家事費支出」が増加することが分かる。
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図2.24 消費支出対前年度変化率とその他消費支出対前年度変化率

消費支出に対する費目別消費支出5単位値

T 光熱 水道 衣服 置物 Jl'i!i 通惜 馳.鴫曜
住居 富 良 車場用品保健医機 数宵 その他の消費支出

1986年における収入階級から求めた佃l賂州性値図2.26

弾性値α2i I t {I直

食料費 0.6723 6.41 

住居資 1.2229 3.67 

光熱・水道費 0.0397 0.07 

家事・家具費 1. 8437 3.84 

被服・履物質 1. 0657 4.02 

保健・医療費 1.2686 4.09 

交通・通信't!I 2.1183 4.81 

教育費 -0.8713 -1.50 

教長・娯楽費 1. 4423 5.46 

その他消費 1.4872 9.68 

表2.2
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費目見1)消費古賀あた りの廃棄物排出量に関する分析結果

(決定係数:0.730、重相関係数:0.854) 

重回帰係数kt t {I直 係数日"

食料 2.7961 -4.68・ 司 2.0580

住居 。
--------

。
光熱 ・水道 。

--------
。

家具・家事 。
--------

。
被服・履物 0.7006 0.73 0.1430 

保健・医療 。 I _______ 。
交通・通信 。 I ___________ 。
教育 3.2311 4.78宇 -0.5532 

教養娯 楽 0.8911 3.24・ 0.6739 

巴旦生 0.8911 1. 74 0.5423 

表2.3への影家計消費情造の変化が与える廃棄物発生2. 6 

勺Z有意が認められたもの
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費目別家計消費が廃棄物発生量に与える影響弾性値図2.28
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最後に、家計消費情造と廃棄物発生畳の関係を分析する。

まず、この部分の分析に必要なパラメーターを見る。廃楽物発生毘を家計消費額で;JiIJっ

た「廃棄物排出係数」の雄移を図2.27に示した。これによると、家計消費額(実質)あた

りの廃棄物発生鼠が次第に減少していることがわかる。平成 2年では、昭和40年(1965年、

平成 2年の25年前)の63.4%になり、 36%以上も減少している。これは、消費の形態がサ

ービス化していることが背景として考えられる。実際、家計消費における食料の割合は年

年低下傾向にある。生活水準が高いほと'エンゲル係数が低いというのが事実であるのなら

ば、我が国の生活も~かになり、食料という生活必需品に対する需要の低い社会に変わっ

てきたということ力3できる。

さて、昭和40年から平成 3年までの廃棄物発生量、家計支出全体に占めるその費目の構

成率、家計消費からの廃棄物排出係数等の各データから、家計消費の10の費目ごとの係数

ktを重回帰分析によって求める。家計消費全体に占めるその旋回の情成比の平均c.;cと、

廃棄物排出係数の平均kを用いて求めた係数α"についてもその結果を表2.3に示す。ま

た、係数αれを図2.28にも示した。

ここで、廃棄物発生要因費目を限定している。廃棄物発生要因として、厨芥などを発生

する「食料」、服などの「被服・履物」、書籍やノートなどの「教育」、新聞や雑誌など

の「教養・娯楽賞」、さらに「その他の消費支出」の 5費目を想定している。

5費目のうち 3資自の係数は1%有意である。しかし、重相関係数は0.8543であり、決

定係数も0.7298と高い。 また、理論値と観測値の関係について図2.29を見ると、直線上に

乗る傾向があることがわかる。また、理論{直と観測l値の時系列データ(図2.30)を見ると、

分析した値でかなりの観測l値がトレースできていることがわかる。
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2. 7 廃棄物適正処理の動向

2.7.1廃棄物処理の状況

ここでは、廃棄物が排出された後の、適正処理について分析する。

識が国における一般廃棄物の処理フローを図2.31に示す。排出された廃棄物は集団回収

(資源回収)等により資源化され、 一般の廃棄物処理ルートにのらないものもある。これ

は昨今急速に伸びているものの、 全体から見ればまだ3%に達していない(平成4年度実績

値)。自治体によって収集された廃棄物は、直後埋め立てる(最終処分する)ものと、焼

却や高速堆ß~化等の中間処理を行うものに分けられる。我が国における中間処理率は、 欧

米と比較して高いのが特徴である。中間処理率は年々増大し、 1975年には55%未満であっ

たのが、 80%を超えるまでに上昇した。中間処理は、衛生的、効率的に処理するための重

要なプロセスといわれている。中間処理した査に対して、中間処理プロセスから発生する

残澄畳(中間処理残滋発生率)は、若干士首加傾向にあるもののほぼ償ぱいであり、 15%-

20%の範囲である。これは、廃棄物の灰分の組成によって決定される。これらのパラメー

ターの推移を図2.32に示した。ここで、 α=中間処理率、 β=資源回収率(集団回収率)、

y=中間処理残澄発生率である。

現夜世置は、平成4年度栗田直

〈注)資源回収，.は集団回収をさす

図2.31 一般廃棄物の処理フロー
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図2.32 I克築物処理パラメーターの般移
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<22> 

となり、我が国における廃棄物処理の現状から、初期値として

α=0.75 (焼却による中間処理率)

β=0.03 (資源回収率)

ァ=0.15 (中間処理での残澄発生率)

を代入すると

ムR ムα
=-1.759x -
Rα  

の関係式が得られる。この係数 1.759は、 lまぽ現在の我が国における中間処理率の変化率

が優終処分率変化率に与える弾性値である。

ロ

ロ

。
ロ

0.08 
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処
理
事
地
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%

2.7.2中間処理率のモデル化

廃棄物の適正な処分を行うためには、中間処理を適切に行い滅容化等を行う必要がある

が、中間処理の問題点は、施設鐙備に多くのコストがかかることである。焼却工場のコス

トについては第 3準詳しく述べるが、全体の処理コストの約 6劉を占めている。

ここでは、廃棄物処理毘あたりの処理コスト(1 tあたりの廃棄物処理費用)の変化率

と、中間処理率の変化率を指標にとることにする。さらに、因果関係は難しいが、 トンあ

たりのコスト(鐙設+維持管理)が上昇すれば、中間処理率が上昇する(あるいは逆)と

する。

1975年 ~1991年までの、中間処理率の対前年度変化率と、 トンあたりのコストの対前年

度変化率の権移を図2.33に示した。これを見ると 2つの変数には何らかの関係がありそう

なことがわかる。 1980年の値は異常値として分析からはずすように処理した。トンあたり

コスト変化率を x、中間処理率変化率を yとして、y=axtbの一次関数を仮定し、最小二乗

法で回帰計算を行った。その結果を、図2.34に示す。これによると、

(中間処理率変化率) =0.290x (単位コスト変化率) +0.0175 <19> 

の関係が得られる。したがって、廃棄物処理量あたりのコストが上昇すると、中間処理率

も上昇することがわかる。
ロ

ロ

0.03 

ロ

0.02 0田

トンあたりコスト増加率 % 
ロ観濁薗一理論値

中間処理率変化率とトンあたりコスト変化率の関係図2.34

<23> 

2.7.4廃棄物処理のモデル化

中間処理に関するモデルと量終処理に関するモデルを連動させる。 <19>式と<22>式より、

ムRE一 =-0.5095x (トンあたりコスト変化率) +0.0175 

が得られる。ここで、 トンあたりのコストは廃棄物処理事業経費を廃棄物排出置で除した

ものになるが、廃棄物処理事業経費は行政の固有事務であるから、主に公共役資によって

なされている。公共投資は国民経済計算でいう「政府総固定資本形成」とほぼ同意である。

また、廃棄物処理経費が一般会計決算額に占める割合は、ほぼ一定であることがわかっ

ている(図2.35)。これらの関係を図示すると図2.36のようになる。

0.1 

C 
ロ

ロ

ζ'-一一
-0.02 

0.02 

0.01 

。寸
-0.06 

0.1 

0.08 

0田対
前
年
度
重
化
率
%

0.04 

0.02 

-0.02 

-0.04 

・0.06
市 77 78 ず9 80 81 82 回目 85 86 87 園田町 91

西暦写
ロ 中間且寝本 企トンあたり経禽

中間処理率変化率とトンあたりコスト変化事の推移

2.7.3屡終処分

図2.33

:廃棄物は 1 

:コンス空ン トに l

:増加 ; 

: (図2.7) い

~ "5，，-一一一 vv --

ンあたりコスト (C/W)変化率
と公共役資は一次関数の関係

政府支出に占める
廃棄物処理事業費
の:則合は、 iまlま一定
(図2.35)

<20> 

のモデル化

廃棄物処理のパラメーターを用いて巌終処分量Dを示すと

D = (1-β)X(l-a'(l-γ)) xM  

この式を厳終処分事R=D/Mについて解き、変化率にかえると

ムR α
一= ーx (1β) x (1ー γ) x生P
R R α  <21> 

廃棄物処理事業経費 C

公共役資=政府総固定資本形成

帰性{直

69 68 



一一ー一一一一一一一一一一一一一一一一一一- 一一一一← 一一一一一一一ー-量量量量冨重量量言語盲量薗

図2.36 経費と廃棄物の関係

したがって、政府総固定資本形成の変化に応じて廃棄物処理事業経費がほぼ決定する。

また、廃棄物発生監は、 1975年以降平均して年間1.5%上昇しているが、その増加傾向は、

ほぽ一定である。

これらのことから、政府総固定資本形成と愚終処分率のそれぞれ変化率の関係は

ムR
一一 =-0.5095 x (0.985 x政府総固定資本形成変化率 0.015) +0.0175 く24>
R 

ムR
1γ=-0.5019x(政府総固定資本形成変化率) +0.0251 く25>

となる。

すなわち、仮に政府総固定資本形成が前年度に対して、 4%上昇した場合には、そのこ

とによる追加的な辰終処分量の変化は、 0.5019xO.04となり、約0.2%減少することにな

る。

(補論)
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図2.35 ごみ処理経費と一般会計に占める割合

~トンあたりコストの対前年度変化率と政府総固定資本形成対前年度変化率の関係~

本文中では、この二つの関係が一次関数で示すことができるとしたが、それは湿論

上の仮定であり、実証的には少し異なる。

現実に一次関数として観測できないのは、次の二つの理由による。

①公共投資と政府総固定資本形成が制度の変道上ー数しない

②公共役資と一般会計は異なる

まず、公共役資とは政府部門による投資を抱し、国、都道府県、市町村、公社・公

団等の資産のt目加を窓味している。この投資は、行政投資と産業役資に二分され、産
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業投資は、公社・公団、地方公営企業の役資と、国・都道府県 ・市町村の収径事業に

関わる投資をいう。また、行政役資は、国の一般会計、地方の普通会計 ・特別会計の

lうち、非収益的事業の役資をいう。したがって、そもそも公共投資と一般会計は異な

るが、この二つは密媛な関係にあり、モデル上では簡略化のため、変化率がほぼ一致

するという仮定を設定した。

さらに、 ω86年から 1987年にかけて、日本国有鉄道、電信電話公社、日本専売公社 l
が民間企業化され、今まで公共役資であったものが民間役資に分類されることとなっ |

た。このような制度上の変遷のため、本来同じものが統計上異なる分頬となるため、 : 

統計上では大きく変化が生じる。

これらの理由から、ここの部分は大胆な仮定をおき、分析を進めている。その仮定

は次の二つである。

①政府総固定資本形成に占める廃棄物処理経費の割合は一定(割合をkとする)

②廃棄物発生量のI曽加率は年1.5%で一定(1.5%を皿とする)

ある時点の政府総固定資本形成を E、廃棄物処理経費を C (=k. E)、廃棄物発生

量をWとすると、廃棄物発生量あたりの処理コストは、 C/W=k'E/Wとなる。その

次の年次での値を'をつけたものに変えると、 W'=(1+皿).W となり、廃m物発生

あたりの処理コストは、 k'E'/(1+田)/W'となる。

廃棄物発生量あたりの処理コストに関する対前年度変化率は、

k. E' /(1+皿)/W'-k. E/W 
(単位コスト対前年度変化率)= 

k 'E/W 

と示され、これを変汗王していくと、

1 E' -E 
(単位コスト対前年度変化率) =一一×一一一一一

(1+皿) E 1+皿

=0.985x (政府総固定資本形成変化率)-0.015 

となる。この関係を<23>式に代入すると、 <24>式が得られる。
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2. 8 原油輸入価硲変化の与える廃棄物発生畳への影 2.8.2原油輸入価格が援終処分盈に与える影響

2.8.1全体の弾性値関係 ここでは、仮に原油価絡が、 10%上昇した場合の影響を計算する。結果を図2.38に示し

た。この図では、原油価俗10%上昇を考えたが、 100%上昇(価絡が 2倍になる)を考え

た場合は図の中の全ての数値を 10倍すればよいことになる。

10%の原油輸入価俗の上昇は、民間最終消費支出を0.32%引き下げることにつながる。

その結果家計においてはほとんどの分野で消費が娃えられることになる。しかし、そうし

た消費の低下は、価俗弾力性の大きい「家事 ・家異」分野や「交通・通信」の分野で低下

が大きく、 「交通 過信」については0.69%も低下するという結果が出た。

さらに、価格弾力性の小さく、廃棄物発生要因の大きい「食料」部門からの廃棄物発生

ーが相対的に大きくなり、廃棄物発生量は増加する。(このモデルでは、相対的な影響を

受けるようになっている。)しかし、他の部分での廃棄物発生量が減少し、全体としては

約0.3%減少することがわかる。

また、原油価絡が上昇することによって政府総固定資本形成(公共役資)が約0.61%減

少し、排出された廃棄物の中間処理率を若干低下させる。このことによって患終処分比率

は上昇する。

これまでの分析で、それぞれの価格や廃棄物発生畳などに関する弾力性を求めてきた。

これによって、例えば原油輸入価絡が変化した場合、国民経済計算や家計消費構造、廃棄

物発生畳等に与える影響を予測することができる。

これまで得られた弾性値から、全体像をf苗くと次の図2.37のようになる。

原油輸入価絡が国民経済計算に影響を与える。政府総固定資本形成は中間処理率を向上

させ、最終処分量を減少させることができる。民間最終消費支出の変化は家計消費支出に

影響を与える。家計消費支出の変化は、教育や衣服 ・履物に正の大きな影響を与え、住居

や保健 医療にはあまり影響を与えない。費目別家計支出の変化は廃棄物発生量に影響を

与え、最終処分率の変動も考慮されつつ、最終処分量への影響が算出できる。

ここで示したのは、それぞれの関係の弾性値であって、定数I買は考慮されていなL、。し

たがって、社会的なベース変動は考慮外としており、追加的な変動の影響波及を分析する

ことに適している。
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2.8.3分析の憲議と課題

本分析では、マクロ経済全体の視点を持ちつつ廃棄物処理を眺めた。すなわち、原油価

絡の変化に対する日本のマクロ経済の反応、家計消費行動という経済的側面、廃棄物発生

の要因分析という工学的側面を組み合わせて一つの知見を導いている。さらに、環境投資

に関するデータを用いて、多少稚加ではあるが、環境投資の効果についても考察を試みた。

ただし、複数の分野にわたる分析のため、いくつかの大胆な仮定や簡略化も行った。そ

れらの聞の盤合性が重要ではあり、できる限り整合的である方が好ましいのは当然といえ

る。以下に、問題点、改良すべき点をいくつか取り上げて示しておく。

①弾性(直の求め方

弾性(直は、 一次関数を智、定して単純回帰によって求めたが、誤差I頁の相関をはじめ、さ

まざまな問題点がある。本分析ではオイルショックの前後でダミー変数を投入して産業構

造の変化を考慮したが、ここではそれだけでなく経済社会全体の状況を考慮して弾性値を

算出する必要がある。

②数値の信頼度

本分析では、 2要素聞の関連を讃み上げて評価しているので、統計分析による誤差も碕

みよがる。物理的現象でなく、社会的現象を対象としているので、誤差に意味があるかな

いかは分析者の判断に委ねられる。

本分析での結論は、原油輸入価絡と廃棄物発生量の直後関係と、積み上げた関係がほぼ

一致していることから、かなりの信頼度があると考えられる。

③影響波及効果

原油輸入価絡の変化がマクロ国民経済全体に与える影響、そしてそれが家計消費支出の

各項目に与える影響は明らかになったが、実際は、原油輸入価絡の変化は、家計の消費費

目ごとに異なる。例えば、石油集約型製品は、他の製品よりも棺対的に価俗上昇率が高く

なるはずで、それらに対応した分析になっていない。

ただし、今回のようなトップダウン型の分析では、個別の製品消費と廃棄物発生量の関

係を説明づけることが難しく、家計10費目を対象に行っている。
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2. 9 本章のまとめ

本章では、国民経済が、家計からの廃棄物発生量に与えている影響を、原油輸入価倍、

国民経済計算、消費一廃棄システムのモデル化等を行うことによって、日月らかにすること

を試みた。

これらの分析によると、エネルギ一価絡の 10%上昇は、民間E封書消費支出を0.32%減少

させ、履終的に廃棄物発生監は0.334%減少するという結果が得られた。

また、日本の中間処理率がある程度限界まで達しているので、中間処理による限界効用

が低下しており、公共投資が中間処理率向上に寄与していることが確認された。しかし、

現在の我が国では、中間処理も限界に透していることから、いかに発生源対策を行うかが

iR要であるといえる。

そのためには、エネルギー税によって消費を削減することが有効といわれているものの、

その消費削減効果はあまり高くないことがわかる。エネルギ一価絡を現在の 2倍(100%)に

引き上げても民間消費の削減効果は、わずかに3.2%であり、それに伴う廃棄物発生量の

削減効果も3.3%である。このことから、環境税は、資金の回収や負担の仕組みづくりに

寄与させることが重要と考えられる。

第 3重量では、廃棄物処理・リサイクルシステムの建設から運用までのコスト、二酸化炭

素発生畳、患終処分量を求め、廃棄物処理関連の環境政策や役割分担の原則づくりに寄与

できるようなモデルをつくることにする。
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第 31ii 廃棄物処理 リサイクルシステムのライフサイクル評価

3. 1 緒言

第 2章では、マクロ経済の視点から廃棄物処理・リサイクルシステムを概観した。これ

に対し、本意では廃棄物処理 ・リサイクルの個別の技術等に目を向け、コストと二酸化炭

素子E生量について分析を試みる。

廃棄物処理・リサイクルシステムは、収集システム、運搬システム、焼却システム、リ

サイクルシステム、最終処分 u里立)システム等によって構成されている。そして、個別

のシステムごとには分析されつつある。しかし、廃棄物処理については、ケースによって

まちまちであり、なかなか統一的な分析がされてこなかった。

廃棄物問題が注目を集めるとともに、この分野においてもさま在まな分析がなされるよ

うになり、加えて LCA (ライフサイクルアセスメント)の分析手法や、地球温暖化対策

の視点も導入され、データの提供が進められてきた。このような状況の下、野村総合研究

所やクリーン・ジャパン ・センク一、化学経済研究所、各企業団体らの分析結果も提出さ

れつつある。

さらに、社会基盤に対する建設時の環境評価も進められている。具体的には、発電プラ

ントの建設時も考慮した分析等がそれである。社会基盤のような大規模のものを必要とす

る場合には、決して建設時に役入する資源や、同時に発生する環境負荷も小さなものでは

ない。

本章では、こうした研究潮流を踏まえて、廃棄物処理・リサイクルシステムについての

ライフサイクル評価を試みた。具体的には、各システムを分析した資料を集めて検討し、

各地域の統ーをとるために、モデル化(標準化)を行って全体的な整合性をとり、さらに、

建設時の費用算定から投入資源量とそこで発生する環境負荷発生畳を推計した。

これらの分析によって、我が国における平均的な廃棄物処理・リサイクルシステムに関

する経済性評価と二酸化炭素排出量評価ができ、廃棄物処理やリサイクルの手法(どのよ

うに廃棄物処理 ・リサイクルを行うか)相互の比較や、ぎまざまな環境政策が廃棄物処理

.リサイクルシステムに与える影響を評価することができる。後者の考察は次章に諮り、

本章では、システムのモデル化とリサイクル手法の比較評価等を行う。
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3. 2 廃棄物処理・リサイクルシステムのライフサイクル評価の概要

3.2.1ライフサイクルアセスメント (LCA)

1994年12月に「環境基本計画」が決定された。ここでは、 「環境への負待が少ない循環

を基調とする経済社会システムの実現」を大きな目糠のーっとして掲げており、これを実

現するために、環境への負荷の評価手法の確立が非常に重要となっている.，。

環境負荷評価のための試みはこれまでも数多く行われてきた。しかし、これまでのもの

は、製品の使用や廃棄にともなう特定の物質の排出の有無や、リサイクルあるいは処理の

容易性など、製品のライフスタイルの一部のプロセスの、限られた環境負荷項目に対して

行われたものが多かった。そのため、リサイクルや廃棄段階での環境への負荷が少なくて

も、他のプロセスでの環境への負荷が大きい場合もあり、この様な場合には、全体として

みると環境への負荷がそれほど少ないとも言えないものが環境にとってよいものと評価さ

れていたこともあった。

このような問題に対して、製品などのライフサイクル全般にわたる環境への負荷を定

的、科学的、客観的に抱姪できる手法として注目されているのがライフサイクルアセスメ

ント (LifeCycle Assess皿ent，以下 LCAと略す)である。 LCAは海外の SETAC

(Society of Environmental Toxicology and Chemistry) 等"によって推進され、わが

国にも紹介されてきた。

LCAは、基本的には各種の環境負荷を、その項目や物質ごとに、対象とする製品等の

ゆりかごから墓場までのライフサイクル(原料保取 生産一流通ー使用ーリサイクルー廃

棄の各ステージ)全体にわたって積み上げる(加算する)ことにより、その負荷量の低減

を図ろうとするものである川。

我が国での LCA研究は、容器・包装の分野で先行的に実施されている。しかし、この

分野だけでなく、 トナーカートリツジのような個々の製品だけを対象に行われたものや、

建築物や発電所など社会インフラを対象に行われたもの叫もある。しかし、現状では評価

項目がエネルギー消費量や CQ，排出量に限定されたものが多く、手法としては積み上げ法

と産業連関表を用いるものが混在している。

今日の LCAは基本的に次の 4つのフェーズから情成される。

①目的の設定と範囲の明確化(GoalDefini tion and Scoping) 

この LCAの第 lフェーズは、 LCAを実施する上で取り組むべき課題や前提

を定義し、達成すべき目的を明確にする等、 LCAを行うための条件を設定する

ことである。

②インベントリ一分析(InventoryAnalysis) 

調査あるいはデータの収集の過筏を示し、対象製品等のライフサイクルに従い、

そこにインプットあるいはアウトプットされるすべての原材料、エネルギ一、生

産物、廃棄物等の監を惟'定し、その一覧表を作成することである。

③環境負荷影響評価(ImpactAssessment) 

インベントリー分析の結果得られた環境負荷畳(一般的には物理量)を人間あ

るいは生態系への影響として評価するフェーズを指し、分知(Classification)、
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特性分析(Characterization)、評価(Valuation)の3つのエレメントから憎成さ

れるものが SETACが提案しているものである。

④環境負荷改善評価(ImproveAssess皿ent)

インベントリー分析、環境負待影響評価の結果から、環境負荷等を総合的に改

善するための変更点を検討、地出し、その改善策について幅広く関連分野の専門

家から意見を求め、検討するものである。

本研究では、以上のような LCAの概念を考慮しながら、廃棄物処理・リサイクルシス

テムの評価を試みることにする。

3.2.2目的の設定と範囲の明確化

わが国における LCA分析は、容認・包装の分野で先行的に行われてきた引が、その背

療には、近年のごみ問題の深刻な状況下で、量的にかさばる容器 包装の処理・処分の問

題がクローズアップされてきたこと、素材的には単一素材のものが多く、容器 ・包装閣の

比較が容易であることなど、分析がしやすかったことがあると考えられる。現在この分野

は、 「単純製品LC Ajという名前がつけられて分析が進められている判。

しかし、ごみ問題という立場から考えると、どのような容器が環境負荷が小さいかとい

う素材に着目した環境評価だけでは評価しきれないことがわかる。すなわち、容器・包装

が、どのように処理・処分 リサイクルされるかという廃棄物処理・リサイクルシステム

全体の環境負荷評価がされなければ、処理方法のオプシヨン評価を行うことができない。

したがって、本章では、廃棄物処理 ・リサイクルシステムについてモデル化することに

よって環境負荷やコストの面から分析を行うことによって、それぞれの廃棄物処理・リサ

イクルシステムがどのような特徴を持ってるいるのかを明らかにすることを目的にしてい

る。

分析の対象範囲としては、廃棄物処理・リサイクルシステムの建設時と運用時に発生す

る負荷を対象とする。建設時においては産業連関分析を主とするため、圏内で発生する環

境負荷全体を金額ベースで評価することになる7¥運用時においては、家庭において排出

される廃棄物の収集時から愚終処分(埋立)またはリサイクルして再生原料となるまでを

対象とする(図3.1)。 また、分析対象は仮想的なモデル都市を設定した。

建設時以前の材料保胞や輸入時について分析対象外としたのは、データの収集が困難で

あることと、システムを分析する場合に、建設時以前のステージでは発生する負荷が建設

資初の量のみに関係し、素材量に起因する負荷発生置の大部分は圏内での発生負荷畳とい

えるからである。また、システムの廃棄(解体)時を分析対象外としたのは、データがな

く定f量化が困難であることや、主主設H寺のE聖地に含まれる場合もあるからである。また、家

庭から排出するまでの負荷や廃棄物自体の内包負荷については、対象に含めていくと製造

工場の建設時の負荷発生量など対象が無限に広がる可能性があるのと、廃業物処理 リサ

イクルシステムのオプシヨン評価する場合には、その部分に政策変数がなく、初期値級い

され今回の分析では、あまり意味がないからである。厳後に仮忽的な郷市を設定したのは、

地械の地理的・社会的変数によって廃棄物発生屋、発生;;1;'度などが異なるからであり、こ

れを入力変数としてモデルを組むことによって、都市初造についても負街~'þ.1i!:の評価が
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図3.1 分析対象のフレーム

分析に用いるデークは、既存の文献にあるデータを収集した。なぜならば公表されたデ

ータの方がその信頼度が高いと考えられるからである。回収については学術論文叫 からそ

のままモデルを引用し、焼却と是終処分についてはクリーンジャパンセンタ一報告書判、

リサイクルについては包装廃棄物のリ サイクルに関 して詳細に分析を進めている(株)野村

総合研究所の報告書 10)のデータを参考にしてモデルを構築した。モデルの想定地域や、

輸送等の前提といった詳細な設定値等については後述する。

対象とする環境負荷項目については、なるべく様々な項目について評価するのが LCA

として好ましいが、エネルギー消費についてはエネルギーの質の問題(熱と電気では同じ

エネルギーでもできる仕事が異なる)、窒素酸化物や硫黄厳化物については輸送(回収)

時の原単位が複雑であること(アイドリングやエンジン負荷によって大きく異なる)から、

客観的に評価しやすい項目として、二酸化炭素発生畳を環境負荷項目とした。また、政策

的な分析を考慮してコスト(ライフサイクルコスト)を経済的評価項目として採用した。

二酸化炭素発生量は地球温暖化対策の上でも重要な評価項目である。

3.2.3インベント リ一分析

前述した文献等のデ--$'から、負荷発生毘と必要なコストを計算し成算していく。

まず、資本財(生産財)については、イニシヤル分と して考慮するが、投入された物量

などはデータが墜備されて いないことから、建設価憶に、産業連関分析で得られた負荷係

数を働けて求めていく。これにより、 精度はあまり高 くはないが、悠設にかかる圏内での
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すべての負荷発生1置を対象とすることができる。これによって、副原料や附属部品などか

ら発生する負荷も、建設価絡に含められるので分析の対象に含まれることになる。

次に、ガラスぴんがカレツトなって再びガラスぴんとなるように、必ずしももとの原料

にリサイクルされるとは隈らな，¥0 この場合リサイクルプロセスで生じる負荷について、

廃楽物処理工程と考えて再生品発生側の負荷とする場合と、 二次材料の生産工短と考えて

再生品利用側の負街とする場合、または負荷を ~JIJ 仮ることが考えられる。

本研究では、廃棄物処理システムの評価という観点から、基本的には汚染者負担の原則

に乗っ取り、再生品発生側の負街として扱う。さらに追加的分析として、再生品を利用す

ることによって軽減される再生品と同じ用途の材料の資源採樋にかかる負荷を段除する。

補論 1に示すように、再生品側の負荷という立場に立てば、こ の分を箆除する方が合理的

な評価といえる。

また、廃棄物処理・リサイクルシステムにおいてごみ発電を考えている。ごみ発電で発

電される電力は、コストでは収入、二酸化炭素排出量では回収、として級い、投入畳から

差し号1，、て扱うことにする。

最後に、労働力の扱いについて、エネルギーと労働力の代替をどう評価するかという議

論がある。これについては、労働力をエネルギー換算しないものとする。これは、作業内

容によってエネルギーと労働力の換算係数が大きく異なり、何を代替するかによって結論

が大きく異なるからである。

(補論)

製品Aの資源採取で生じる環境負荷原単位を S(t-CO，ft) 
製品Aの製品製造で生じる環境負荷原単位をM(t-CO，ft)
製品Aの流通消費で生じる環境負荷原単位を C(t-CO，ft) 
製品Aの廃棄処分で生 じる環境負荷原単位を D(t-CO，ft) 
製品Bの資源採取で生じる環境負荷原単位を S'(t-CO，ft) 
製品Bの製品製造で生じる環境負荷原単位を M'(t-CO，ft) 
製品Bの流通消費で生じる環境負荷原単位を C'(t-CO，ft) 
製品Bの廃棄処分で生じる環境負荷原単位を D'(t-CO，ft)
製品Aのリサイクルで生じる環境負荷原単位を R
リサイクル率をα
製品Aの製造量を a(t)、製品Bの製造量を b(t)とする。

リサイクルしない場合の製品Aと製品Bのライフサイクル環境負荷は、

S'a+H'a+C'a+D'a+S' 'b+H'・b+C'.b+D'・b

リサイクルする場合の製品Aと製品Bのライフサイクル環境負荷は、

S'a+H'a+C 'a+ D. (l-a)' a+ R'a' a + S'・(b-a'a)+H'.b+C'・b+D'・b
この二つの差は、

a'a'(R-D-S' ) 

である。この差をすべて製品A (排出航IJプロセス)に割り疲れば、製品Bの資源保取

におけるリサイクル分だけ、負符をI空除するのが妥当といえる。

3.2.4環境負荷影響評側

本来の LCAでは、プロセスごとに得られた環境負荷を分煩したり統合したりするのだ



が、本研究では、データ収集の精度の観点からごく限られた負荷の分析しか行っていない。

また、現時点では、環境負荷全体を総合的に評価し得る指標は健立されておらず、インベ

ントリー分析の結果をそのまま個々の負荷に置き換えている場合が多い。ちなみに、統合

を試みている窓欲的な研究もあるが、手法が確立しておらず、議論が行われている段階で

ある。

以よのことから、本研究においてもインベントリー分析の結果をそのまま個々の負荷に

置き換えるものとする。

3.2.5環境負荷改善評価

この分野においては、具体的な手法や内容は確定していないのが実状である。そこで、

本研究では、廃棄物処理・リサイクルシステムについて、 「混合回収」ー「分別回収」、

プラスチックの「マテリアルリサイクル」ー「油化」、などいくつか設定をしている。単

純にこれらのシナリオを比較するだけでも、環境負荷の改善評価が可能となる。

また、モデルにいれた初期値や政策変数を変化させて、感度解析を応用することによっ

て廃棄物処理・リサイクルシステムにおける環境政策の影響を評価することができる。こ

の分析は次章に詳しく述べる。
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3. 3 廃棄物処理・リサイクルオプシヨンと評価内容

3.3.1廃棄物処理 由リサイクルシステムの情成要素

分析対象とする廃棄物処理・リサイクルシステムは、家庭から排出され、辰終処分また

はリサイクルされるまでのプロセスである(図3.2)。それらのプロセスは次のサププロ

セスに分けられる。

家庭ごみの」回収(分別収集)
排出 寸プロセス

1 )回収プロセス

パツカー車などの収集車が、人口約60人(約20世帯)に 1ケ所程度設けられている

ごみ収集ステーシヨンをまわり、清掃工場内のストックヤードまで運ぶプロセスであ

る。収集車は、一杯になるまで収集ステーシヨンをまわって収集作業を行い、一杯に

なると清掃工場まで輸送し、再ぴ持ち場に戻り収集作業を行うものである。

2)焼却プロセス

収集車が清掃工場内のストックヤードに収集したごみを焼却処理するプロセスであ

る。廃棄物を焼却することにより、炭素分の一部や水分を大気中に鉱散させ、廃棄物

を減量化する処理である。焼却残澄(焼却灰など焼却処理した後に発生する残澄)を

最終処分することになる。

3)輸送プロセス

清掃工場から発生する焼却灰を量終処分場まで輸送するプロセス、不燃ごみなどを

清掃工場から巌終処分場まで輸送するプロセス、缶 ぴん、プラスチックなどの資源

ごみを地域内にあるリサイクルセンター(リサイクル工場)まで輸送するプロセスな

どがこのプロセスにあたる。リサイクルセンター(リサイクル工場)で再商品化され

た資源をどこかの生産工場に輸送する部分は含まれていない。

4)最終処分プロセス

焼却灰や不燃ごみなどを、簸終処分するプロセスである。本研究では一般廃棄物を

対象としているため、管理!!t1li封書処分場で最終処分されることになる。

5)リサイクルプロセス

資源ごみとして収集された缶・ぴんは選別されて、アルミ缶とスチール缶とびんに

分けられる。アルミ缶とスチール缶はプレスされ、シユレッドされて溶解や二次合金

になる。びんについては、彼砕されてカレツトになり、ガラスの材料となる。プラス

チックのマテリアルリサイクルは、現状で行われている PSトレーと PETボトルを

対象とする。油化についても現状で行われていることを考慮して、塩化ビニールと P

ETボトル以外を対象とする。
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